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第１ 市政改革プランの取組と成果 

の総括 
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Ⅰ 概 要 

 

 

大阪市では、平成 24 年７月に「市政改革プラン－新しい住民自治の実現に向けて－」

を策定し、「ニア・イズ・ベター（※１）」という考え方のもと、活力ある地域社会づくり

とそれを支える区政運営、また、ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営に

取り組んできました。 

この冊子は、市政改革プランに基づく平成 24 年度から 26 年度までの３年間の取組と

成果を総括し、改革の進捗状況を明らかにするととともに、期待した成果が得られなか

った項目については取組結果を検証し、今後の改革に活かすことを目的にとりまとめた

ものです。 

 

市政改革プランでは、「１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」、「２ 自律し

た自治体型の区政運営」、「３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営」、「４ 

ＰＤＣＡサイクルの徹底」の４つの柱立てに沿って成果目標を設定するとともに、その

達成に向けて進める取組を掲げ、改革を推進しました。 

 

今回評価対象とした 150 件の取組については、各所管所属において自己評価したとこ

ろ、一部を除き、この３年間でほぼ実施できたとの結果になりました。 

また、62 件の成果目標については、約６割にあたる 35 件について概ね達成できたも

のの、残る 27 件は未達成との評価になりました。 

 

取組の実施状況を柱立てごとに見ると、「１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づく

り」については、この間、各区役所において、中間支援組織と連携しながら、豊かなコ

ミュニティづくりや多様な活動主体の連携・協働の促進に向けた取組を進め、自律的な

地域運営に向けた様々な支援に取り組みました。 

次に、「２ 自律した自治体型の区政運営」については、区民に身近な区長の権限を拡

充し、各区の実情や特性に即した個性あふれる施策・事業を展開してきました。 

続いて、「３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営」については、これ

までの枠組みにとらわれず、歳入・歳出の両面にわたって徹底した取組を進めました。

未利用地売却等により歳入の確保を進める一方、施策・事業については、市民にとって

優先度の高いもの、より大きな効果が見込めるものへと重点化・再構築を進めました。

あわせて、市民利用施設のあり方、団体への運営補助、市税等の減免措置、外郭団体と

の競争性のない随意契約などについても見直しを行うとともに、スリムで効率的な業務

執行体制をめざした人事・給与制度改革や情報発信の強化など、さまざまな取組を進め

ました。  
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また、「４ ＰＤＣＡサイクルの徹底」については、定期的に事業の有効性をチェック

し、改善や新たな展開につなげるマネジメントサイクルを構築するとともに、漫然と事

業を継続することがないよう、達成度によっては事業の見直しを行うことをルール化し

ました。 

 

成果目標の達成状況を柱立てごとに見ると、「１ 大きな公共を担う活力ある地域社会

づくり」については、約３割が概ね達成となりました。未達成となったほとんどの成果

目標は、区民意識の向上を指標としており、大きな変化に至っていない状況です。今後、

戦略ごとにとりまとめられた「課題と今後の方向性」を踏まえて、引き続き、活力ある

地域社会の実現に向けて取り組んでいきます。 

次に、「２ 自律した自治体型の区政運営」については、約１割が概ね達成となりまし

た。未達成となったほとんどの成果目標は、上記「１ 大きな公共を担う活力ある地域

社会づくり」と同様に、区民意識の向上を指標としており、大きな変化に至っていない

状況です。今後、戦略ごとにとりまとめられた「課題と今後の方向性」を踏まえて、引

き続き、地域の実情に応じた区政運営と区民サービスの向上、効率的な業務運営に向け、

取組を進めていきます。 

続いて、「３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営」については、約８

割の成果目標を概ね達成することができました。また、３年間を通じて生み出した取組

効果額は、約 1,536 億円にのぼる見込みです。これにより、現役世代への重点投資とい

う政策転換の財源を確保するとともに、市民の安全・安心を支える安定した財政基盤の

構築に向け、着実に歩みを進めることができました。 

また、「４ ＰＤＣＡサイクルの徹底」の成果目標については未達成となりましたが、

成果を意識しながら業務に取り組む職員の割合は年々増加しており、改革を支える職員

の意識改革は着実に進みつつあります。 

 

この３年間、市政改革プランに基づいた取組を推進してきましたが、今回のとりまと

めから分かった課題を今後の改善に活かすなど、ＰＤＣＡサイクル（※２）を徹底しなが

ら、引き続き、市政改革を推進していきます。 
 
 
 

（※１） ニア・イズ・ベター 
住民に近いところで行われる決定ほど望ましい、という地方分権の基本的な考え方です。 

 
（※２） ＰＤＣＡサイクル 

施策・事業に必要な要素である企画（Plan）、運営（Do）、評価（Check）、改善（Action）
を一貫した流れのものとしてとらえ、それらを循環させることで、以降の施策・事業の改
善に結びつける手法です。 
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Ⅱ 取組の実施状況 

 
評価対象とした 150 件の取組の実施状況を、各所管所属が自己評価しました。 
その結果、区の取組については、一部の区でＢ又はＣとなったものを除き、約 99％の取組

がＡとの評価になりました。また、局・室の取組についても、Ｂ又はＣとなった一部のものを
除き、約 95％の取組がＡとの評価になりました。 

 
●区の取組 

 件数 

取 組 の 実 施 状 況  

Ａ（実施できた） 

 

Ｂ（一部に実施でき 

   ない取組があった） 

Ｃ（実施できなかった）

 

１ 大きな公共を担う活力 
ある地域社会づくり 

432 426 5 1 

〔18 件×24 区〕 （98.6％） （1.2％） （0.2％） 

２ 自律した自治体型の 
区政運営 

240 239 1 0 

〔10 件×24 区〕 （99.6％） （0.4％） （0.0％） 

３ ムダを徹底的に排除し、 
成果を意識した行財政運営 

120 118 1 1 

〔 5 件×24 区〕 （98.3％） （0.8％） （0.8％） 

計 
792 783 7 2 

〔33 件×24 区〕 （98.9％） （0.9％） （0.3％） 
 
●局・室の取組 

 件数 

取 組 の 実 施 状 況  

Ａ（実施できた） 

 

Ｂ（一部に実施でき 

   ない取組があった） 

Ｃ（実施できなかった）

 

１ 大きな公共を担う活力 
ある地域社会づくり 

16 件 16 件 0 件 0 件 

 （100.0％） （ 0.0％） （ 0.0％） 

２ 自律した自治体型の 
区政運営 

17 件 14 件 1 件 2 件 

 （ 82.4％） （ 5.9％） （11.8％） 

３ ムダを徹底的に排除し、 
成果を意識した行財政運営 

80 件 77 件 3 件 0 件 

 （ 96.3％） （ 3.8％） （ 0.0％） 

４ ＰＤＣＡサイクルの 
徹底 

4 件 4 件 0 件 0 件 

 （100.0％） （ 0.0％） （ 0.0％） 

計 
117 件 111 件 4 件 2 件 

 （ 94.9％） （ 3.4％） （ 1.7％） 
 

（注） ・区の取組は 24 区それぞれで実施しているため、取組１件につき 24 を計上しています。

 ・区の取組、局・室の取組ともにＡ～Ｃの構成比（％）は小数第２位を四捨五入してい
るため、合計が 100.0％にならない場合があります。 

 
【柱立てごとの主な取組】 

１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

・各区役所で中間支援組織と連携しながらさまざまなイベントを企画・実行し、豊かなコ
ミュニティづくりを推進しました。また、ツイッター等のＳＮＳも活用し、これまで地
域活動に関わりが薄かった若年層等にも参加を呼び掛けるなど、地域コミュニティの再
生に取り組みました。 

・市民、ＮＰＯ、企業等に交流の場を提供するなどネットワークづくりを進め、多様な活
動主体の連携・協働を促進するとともに、さまざまな活動主体の参画のもと自律的に地
域のまちづくりを推進するための地域活動協議会の形成支援に取り組んだ結果、ほぼ全
地域で形成に至りました（平成 27 年４月１日現在 328 地域中 326 地域で形成済）。ま
た、地域の実情や特性に応じた活動を地域活動協議会が自発的に行えるよう、活動内容
を地域の選択にゆだねる柔軟性の高い補助金制度を創設しました。 

・子育てや高齢者への支援、地域の安全・安心の確保、まちの美化、地域の魅力発信など、
多様な地域活動のコミュニティ・ビジネス化やソーシャル・ビジネス化を促進するため、
起業や経営に関する研修や相談窓口の設置を進めました。 

・このような取組を進め、自律的な地域運営の実施に向けた仕組みを構築しました。
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２ 自律した自治体型の区政運営 

・区政運営の「かなめ」となる区長には、地域・組織の課題解決や新たなビジョンの実現に取
り組める高いマネジメント能力を持った人材を全国から公募し、選任しました。 

・局を区長の補助組織と位置付け、住民に身近な区長に区内の施策・事業に関する決定権
を持たせる区シティ・マネージャー制を導入するなど、これまでの行政運営システムに
ない区政運営の仕組みを構築しました。また、地域実情に応じた予算を区長が主体的に
編成する仕組みを導入しました。その結果、区長が編成した予算は平成 24 年度の約 50
億円から平成 26 年度の約 270 億円へと約５倍になり、各区の個性あふれる施策・事業
の展開につながりました。 

・区政会議を通じて多様な区民の意見やニーズを区政に反映するとともに、区民が区政を
評価する仕組みを構築しました。また、区民から寄せられる相談や要望を区役所で受け
付け、所管局に引き継ぐインターフェイス機能を各区役所に備えるなど、区民の安全・
安心を担う総合拠点としての区役所づくりを進めました。 

３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

・歳入面では、広告事業収入や未利用地売却収入等の確保を図るとともに、未収金対策の
強化を進めました。一方、歳出面では、庁舎維持管理費やＩＴ経費、印刷費、物品購入
費に至るまで、ムダを徹底的に排除する業務執行に取り組みました。また、施策・事業
については聖域を設けることなくゼロベースで点検・精査し、市民にとって優先度の高
いもの、より大きな効果が見込めるものへと重点化・再構築しました。 

・補助金や各種減免といった財政的支援については、隠れた支援や見えにくい支援となら
ないよう、その目的と投入する公金との関係を明らかにしました。団体への運営補助は
廃止するとともに、市税等の減免措置や外郭団体との競争性のない随意契約についても、
徹底した見直しを行いました。 

・市民利用施設については、施設の必要性や有効性、行政と民間との役割分担等を点検・
精査のうえ、廃止・転用や機能統合等を含む見直しを実施しました。ほかにも、スリム
で効率的な業務執行体制をめざした人事・給与制度改革や情報発信の強化など、さまざ
まな取組を進めました。 

４ ＰＤＣＡサイクルの徹底 

・事業の実施にあたっては、事業はあくまでも施策の目的を実現するための手段であること
を踏まえ、常に成果を意識して取り組みました。また、定期的に事業の有効性をチェック
し、改善や新たな展開につなげるマネジメントサイクルを構築しました。 

・成果目標については達成度を客観的に測定できるよう可能な限り数値化し、さまざまなマーケテ
ィング・リサーチ手法を活用して測定しました。また、漫然と事業を継続することがないよう、
達成度によっては事業の見直しを行うことをルール化しました。 

・こうした取組とあわせ、ＰＤＣＡサイクルの徹底に向けて職員の意識啓発を進めました。 
 
 

【補 足】 

■取組の実施状況の評価区分 

取組の実施状況については、次の３区分により、当該取組を所管する各所属にて自己評
価しました。 

Ａ：実施できた（実施） 

Ｂ：一部に実施できない取組があった（一部未実施） 

Ｃ：実施できなかった（未実施） 
 

■評価対象外とした取組 

市政改革プランに掲載の取組は合計 151 件ですが、次の１件は評価の対象外としました。 

番号 名 称 取組内容 対象外とした理由 

2(3) 
ア 

積極的な情報発信
等による地域活動
支援 

「１大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」の
(2)から(4)まで及び(6)において、各区役所におい
て区運営方針にそれぞれの区の実情に応じた具体
的な取組内容及び目標を明らかにし、推進すること
とされている取組と同じ。 

「１大きな公共を担う
活力ある地域社会づく
り」の(2)～(4)・(6)の
評価と重複するため 
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Ⅲ 成果目標の達成状況 

 

柱立てごとの成果目標の達成状況は、次のとおりです。 

評価対象とした 62 件の成果目標のうち、約６割（35 件）が①「概ね達成」となった一方、

約４割（27 件）は②「未達成」となりました。 

 

 
件数 

成果目標の達成状況 

①（概ね達成） ②（未達成） 

１ 大きな公共を担う活力 

ある地域社会づくり 
12 件 4 件 8 件 

２ 自律した自治体型の 

区政運営 
14 件 1 件 13 件 

３ ムダを徹底的に排除し、 

成果を意識した行財政運営 
35 件 30 件 5 件 

４ ＰＤＣＡサイクルの徹底 

 
1 件 0 件 1 件 

合 計 62 件 35 件 27 件 

 

 

【柱立てごとの状況】 

１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

・活動内容を限定しない柔軟な財政的支援の仕組みや市が関与したコミュニティ・ビジネ

ス等の起業件数、中間支援組織を活用した地域支援などに関する成果目標４件が「①概

ね達成」となったほかは、８件が「②未達成」となりました。 

・未達成となったほとんどの成果目標は、区民モニターアンケート等で測定する区民意識

の向上を指標としており、大きな変化に至っていない状況です。 

・今後、戦略ごとにとりまとめられた「課題と今後の方向性」を踏まえて、引き続き、地

域活動の担い手の発掘や育成、多様な地域団体のネットワークづくりを支援していきま

す。 

２ 自律した自治体型の区政運営 

・さまざまな相談や要望に区役所が適切に対応していると感じている区民の割合に関する

成果目標１件が「①概ね達成」となったほかは、13 件が「②未達成」となりました。 

・未達成となったほとんどの成果目標は、区民モニターアンケート等で測定する区民意識

の向上を指標としており、大きな変化に至っていない状況です。 

・しかし、区民アンケートの結果によると、区政に関する意見や評価が区役所に届いてい

ると感じている区民の割合や、区役所における区民サービスの向上が図られていると感

じている区民の割合などは、年々増加しています。また、区の施策・事業に関する区長

の決定権や区間調整の仕組みについては、各区長から概ね高い評価を得ています。 

・今後、戦略ごとにとりまとめられた「課題と今後の方向性」を踏まえて、引き続き、こ

の間構築した仕組みを各区長が的確に運用し、多様な区民のニーズを把握したうえ、地

域実情に応じた区政運営と区民サービスの向上、効率的な業務運営に取り組んでいきま

す。  
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

・30 件の成果目標が「①概ね達成」となっており、多くの成果目標を達成することがで

きました。未利用地の有効活用や幼稚園の民営化、外郭団体の必要性の精査に関する成

果目標など５件が「②未達成」となっています。 

・厳しい財政状況を踏まえ、歳入の確保や施策・事業の聖域なきゼロベースの見直し等を

進めたことにより、市政改革プランに基づく取組効果額は、３年間の累計で約 1,536 億

円にのぼる見込みです。これにより、現役世代への重点投資という政策転換の財源を確

保するとともに、市民の安全・安心を支える安定した財政基盤の構築に寄与することが

できました。 

・成果目標が未達成になった項目については、今回のとりまとめから分かった課題を今後

の改善に活かしながら取組を推進していきます。 

４ ＰＤＣＡサイクルの徹底 

・成果目標は「②未達成」となりましたが、成果を意識しながら業務に取り組む職員の割

合は年々増加しており、職員の意識改革は着実に進みつつあります。 

・引き続き、職員啓発を充実させながら、改革を支えるマネジメントサイクルを徹底して

いきます。 

 

 

【補 足】 

 

■成果目標の達成状況の評価区分 

成果目標の達成状況については、次の２区分により評価しました。 

①：成果目標を概ね達成できた（概ね達成） 

②：成果目標を達成できなかった（未達成） 

＜評価の考え方＞ 

・成果目標が数値化されているもの 

→ 平成 26 年度末現在の達成率（＝実績値／目標値）を算出し、 

達成率 90％以上の場合は「①」と評価。 

・成果目標が数値化されていないもの 

→ 戦略の趣旨どおり成果を実現できたかどうかを判断し評価。 

 

■評価対象外とした成果目標 

市政改革プランに掲載の成果目標は合計 65 件ですが、次の３件は評価の対象外としま

した。 

番号 名 称 成果目標 対象外とした理由 

2(3) 

ア 

積極的な情報発信等

による地域活動支援 

「１大きな公共を担う活力ある地域社会づく

り」の(2)から(4)まで及び(6)において、各区

役所において区運営方針にそれぞれの区の実

情に応じた具体的な取組内容及び目標を明ら

かにし、推進することとされている取組の成果

目標と同じ。 

「１大きな公共を担

う活力ある地域社会

づくり」の(2)～(4)・

(6)の評価と重複する

ため 

3(2) 

ア(ア) 

庁舎・事務所の維持管

理費（取組③の成果目

標） 

経費の削減に向けた職員の更なる意識啓発と

取組の定着 

達成状況の客観的な

測定が困難なため 

3(11) 機能不全を起こして

いる社会･行政システ

ムの改革提言 

現在社会において機能不全を起こしている国

の社会･行政システムの改善 
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取組効果見込額 

（単位：億円） 

(1) 市政改革プランに基づく取組効果見込額 

事 項  平成24年度 平成25年度 平成26年度 合 計 

歳入の確保（広告事業等） 
（8） （9） （11） （28）

9 10 10  29 

歳入の確保（未利用地売却収入） 
（254） （150） （150） （554）

141 285 53  479 

人件費の削減（全会計ベース） 
＊ （154） （136） （136） （426）

154 149 145  448 

外郭団体との競争性のない 
随意契約の見直し対象 

（141） （125） ―  （266）

174 107 2  283 ※

【 82】 【 25】 【  1】 【108】

経常経費の削減 
（定期刊行物等の購入の見直し） 

（1） （1） （1） （3）

1 1 1  3 

施策・事業の聖域なきゼロベース 
の見直しと再構築 

＊ （31） （137） （226） （394）

31 136 211  378 

補助金等の見直し（全会計ベース）
（1億円未満の事業等の削減を含む）

＊ （2） （7） （11） （20）

2 7 12  21 

市民利用施設の維持管理費の抑制 ― ― 2  2 

合 計 

（591） （565） （535） （1,691）

512 695 436  1,643 

【420】 【613】 【435】 【1,468】
 
(2) 市政改革プランの策定時には効果額を計上していなかったもの 

事 項 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合 計 

施策・事業の聖域なきゼロベース 
の見直しと再構築 

＊  
0 17 34  51 

 

補助金等の見直し 
＊  

3 6 8  17 
 

合 計 
 

3 23 42  68 
 

 
(3) 取組効果見込額 計 （(1)＋(2)） 

事 項 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 合 計 

合 計 

（591） （565） （535） （1,691）

515 718 478  1,711 

【423】 【636】 【477】 【1,536】

 
 

（注） 
・上段（  ）は市政改革プラン計上額。 
・中段の平成 24・25 年度は決算額、平成 26 年度は決算見込額。ただし、「事項」欄に＊印が

あるものは予算額。 
※「外郭団体との競争性のない随意契約の見直し対象」については見直し対象額を示しており、

この金額の全てが削減されるわけではない。下段【  】に入札や本市直営化等により要す
る事業費を除いた実質見直し効果額を示している。 
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第２ 項目ごとの取組と成果の総括 
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第２ 項目ごとの取組と成果の総括 

 

 

１ 大きな公共を担う活力ある 

地域社会づくり 
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１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(1) 豊かなコミュニティづくり ＜取組所管＞ 

・取組①～③：区 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・地域における「つながり」や「きずな」づくりに向けて、様々なイベントを企画・実施するととも

に、ツイッターやフェイスブック等のＳＮＳも活用して、特に若い世代やマンション住民などこれ

まで地域活動に関わりが薄かった人に情報提供や参加の呼びかけを行い、人と人とが出会う機会の

創出に取り組んだ。 

・成果目標の達成には至らなかったものの、地域活動への新しい参加者が増えるなど、豊かなコミュ

ニティづくりに向けた機運を高めることができた。 

 

□ ３年間の取組状況 

※次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ 24区、取組②：Ａ 24 区、取組③：Ａ 24区 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

住んでいる地域で、日頃から話をする相手が

増えたと感じている区民の割合 

平成 26年度までに全区で 60％以上 

 

 

平成 26年度 各区平均 30.0％ 

（各区内訳） 

10％台  2区 

20％台 10区 

30％台  9区 

40％台  3区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

※次ページ（各区の状況）を参照。 
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１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(2) 

ア 

地域団体の活動の活性化 

地域団体の活動の活性化の支援 

＜取組所管＞ 

・取組①：局・室 

・取組②：区 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・区の広報紙やホームページにおいて、他地域の先進的な取組や中間支援組織の紹介を行うとともに、

地域活動協議会に交付した公金の使途等をホームページで公表した。また、中間支援組織と連携し、

より一層の民主的で開かれた組織運営と会計の透明性の確保が重要であることを地域団体に対して

啓発した。 

・成果目標の達成には至らなかったものの、中間支援組織と連携し、地域の若い担い手対象の講演会・

ワークショップ等を開催し、また広報資料作成のノウハウ習得をめざしたセミナーを開催するなど、

地域団体の活動の活性化につながった。 

・「市レベルや区レベルの地域団体の連合体への画一的な活動の依頼と連合体の運営支援」から、「地

域レベルの団体の地域の実情に即した活動の支援」への転換に向け、地域団体への財政的支援及び

依頼のあり方について検討し、地域団体の活動の活性化にかかる支援の仕組みを構築した。 

これらは各区において地域団体の民主的な組織運営や会計の透明性を進めるに際しての基本的な枠

組みとして機能している。 

 

□ ３年間の取組状況 

・「市レベルや区レベルの地域団体の連合体への画一的な活動の依頼と連合体の運営支援」から、「地

域レベルの団体の地域の実情に即した活動の支援」への転換に向け、次の取組を行った。（取組①） 

地域団体への財政的支援のあり方を見直すため、平成 24 年度から 26年度にかけて、運営補助

から活動補助へ転換を行うとともに、市レベルや区レベルの連合体に交付していた補助金等に

ついて、実際に活動している地域レベルの団体に直接交付することとした。 

局・室から画一的に市レベルや区レベルの地域団体に行われていた依頼のあり方を見直すた

め、平成 24年度に、依頼状況の調査を行うとともに、平成 25年度に、区長会議（各部会）に

おいて、依頼の見直し状況を精査し、局・室の意向として引き続き行うこととしている依頼に

ついてその必要性、妥当性を検討し、必要な見直しを行った。 

※取組②については、次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②ア：Ａ 24区、取組②イ：Ａ 24 区、取組②ウ：Ａ 24区 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

住んでいる地域で、地域団体の活動内容や会

計の状況を知る機会が増えたと感じている

区民の割合 

平成 26年度までに全区で 60％以上 

平成 26年度 各区平均 27.3％ 

（各区内訳） 

10％台  6区 

20％台   8区 

30％台  10区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・地域団体の活動の活性化の支援については、今後も、区役所が主体となって取り組むことになるが、

各区での取組が効果的に行えるよう、引き続ききめ細やかに支援していく。 

※取組②については、次ページ（各区の状況）を参照。 
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１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(2) 

イ 

地域活動の活性化 

地域活動の担い手の拡大への支援 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：区 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・ＳＮＳやホームページ等を活用して、若い世代、現役世代、団塊の世代、マンション住民、地域の

企業等に対して、地域活動協議会の活動状況等を情報発信し、地域のまちづくりに向けた活動の必

要性や重要性を啓発するとともに、中間支援組織と連携しながら、地域、企業、ＮＰＯ、施設等に

よる交流会の開催や意見交換の場の提供を行った。 

・成果目標の達成には至らなかったものの、地域活動協議会のホームページの立ち上げ支援や、活動

テーマごとに、市の担い手養成講座等を修了した人たち、地域活動に関心のある人たち、地域で活

動している人たちが意見交換や話合いなど交流する場を設定するなど、地域活動の担い手の拡大に

向けた取組を行った。 

 

□ ３年間の取組状況 

※次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ 24区、取組②：Ａ 23 区・Ｂ 1区、取組③：Ａ22 区・Ｂ 2 区 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

地域活動を始めたいときにどうすればいい

かなど地域活動に参画しやすい環境が整っ

ていると感じている区民の割合 

平成 26年度までに全区で 60％以上 

 

 

平成 26年度 各区平均 25.7％ 

（各区内訳） 

10％台  5区 

20％台 10区 

30％台   8区 

40％台   1区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

※次ページ（各区の状況）を参照。 
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１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(3) 

ア 

多様な協働（マルチパートナーシップ）の推進 

多様な主体のネットワーク拡充への支援 

＜取組所管＞ 

・取組①②：区 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・ＳＮＳやホームページ等を活用し、地域活動を実施している地域団体やＮＰＯ、企業などに関する

情報をテーマごとに集約し広く発信するとともに、これらの活動主体間の連携・協働に向けた意見

交換や話し合いなどの交流の場を提供し、また、中間支援組織の活用も図りながら活動主体間の連

携・協働をコーディネートする仕組みの構築に取り組んだ。 

・成果目標の達成には至らなかったものの、中間支援組織と連携し、各種団体や企業、福祉施設、Ｎ

ＰＯなどに関する情報収集を行い、広報紙やホームページで情報発信したり、地域活動協議会間で

意見交換する場を設定するなど、様々な活動主体の連携・協働の促進に寄与した。 

 

□ ３年間の取組状況 

※次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ 23 区・Ｂ 1 区、取組②：Ａ 24 区 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分

地域のまちづくりに関する活動が地域団体

やＮＰＯ、企業などさまざまな活動主体の連

携・協働により進められていると感じている

区民の割合 

 

平成 26 年度までに全区で 60％以上 

平成 26 年度 各区平均 22.7％ 

（各区内訳） 

10％台   8 区 

20％台  11 区 

30％台   4 区 

40％台   1 区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

※次ページ（各区の状況）を参照。 
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１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(3) 
イ 

多様な協働（マルチパートナーシップ）の推進 
地域公共人材の充実への支援 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

・取組④：区 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・地域活動の担い手拡大を図るため、中間支援組織とも連携し、地域公共人材についての勉強会や担
い手育成に向けた事例の情報発信、様々な分野で活動している区民で構成するラウンドテーブルを

設置するなど、成果目標の達成には至らなかったものの、幅広い層の人たちが地域活動に参加でき
るよう取組を行った。 

・地域公共人材の養成、地域公共人材の意義や役割についての説明や、派遣の仕組みの構築と運営と
いった各取組については、一部の取組にやや遅れはあったものの実現できた。 

・しかしながら、地域公共人材の意義や活用のメリットの浸透という点では地域住民に対しての情報

発信、周知がまだ不足している。 

 
□ ３年間の取組状況 

・地域活動にかかわる人材養成に取り組む関係局と連携し、地域公共人材養成プログラムの企画案を

作成し、平成 25年度から毎年度実施した。（受講者数計 52 人）（取組①） 
・地域活動に取り組んでいる人たち等と直接接している区役所や中間支援組織（まちづくりセンター）

に対して、区長会議をはじめ、各区との意見交換会（平成 25 年度グループ別５回）・区役所市民協

働課長会（平成 25 年度１回、平成 26 年度２回）、24 区担当者向け説明会（平成 26 年度１回）、新
たなコミュニティ支援事業受託事業者連絡調整会議（平成 26 年度 24 事業者×４回）などの場で地
域公共人材の意義・役割等について説明を行ってきた。（取組②） 

・また、より幅広い人たちに向けて、平成 24 年度から平成 26 年度にかけて、市民局ホームページ・
フェイスブック、地域公共人材開発事業専用ホームページ・フェイスブックほか、コミュミティ・
ビジネス等の相談窓口での紹介等、様々な手法や機会を活用し、地域公共人材の意義・役割等につ

いて説明・啓発を行った。（取組②） 
・平成 25年度から大阪市地域公共人材バンクを設置し人材の登録を行うことによりスキルなどの人材

情報の収集・集積を行うとともに、平成 26年度には地域活動団体等への派遣の仕組みを構築し運営

を行った。（取組③） 
（平成 26年度末現在でのバンク登録者数 75 名、地域への派遣 25 回（11 団体に対して延べ 76名派遣） 

※取組④については、次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ、取組④：Ａ 22区・Ｂ 1区・Ｃ 1区  

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

地域の活動において、ファシリテーション能
力やコーディネート力などを持った人材が
活躍していると感じている区民の割合 

 
平成 26年度までに全区で 60％以上 

平成 26年度 各区平均 15.3％ 
（各区内訳） 

10％未満  3区 

10％台   19区 
30％台    2区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・地域公共人材の意義・役割等についての説明・啓発は行ってきたものの、まだ不十分である。（取組
②） 

・今後は、区役所や中間支援組織が、地域公共人材を活用することの意義やメリットを地域に浸透で

きるように実際の派遣事例の紹介なども交えた情報の伝達を行ったり、派遣の仕組みをより活用で
きるよう、地域公共人材の地域での活用を促進できるように工夫を行って支援していく。（取組①、
②、③） 

※取組④については、次ページ（各区の状況）を参照。 
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１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(4) 

ア 

市民による自律的な地域運営の実現 

地域活動協議会の形成に向けた支援 

＜取組所管＞ 

・取組①：局・室 

・取組②：区 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・中間支援組織と連携し様々な支援を行ったことで、ほぼすべての地域で地域活動協議会が形成され、

地域課題の解決に向けた自律的な取組が行われつつあるが、成果目標の達成には至らす、幅広い住

民参画のもと、活力ある地域社会づくりが行われるよう支援を続けていくことが必要である。 

・地域活動協議会の形成及び運営について、マニュアルの策定や会議の開催など、支援の仕組みを構

築するとともに、第一線で地域と関わる区役所職員間の情報共有化を図った。 

・各区においてはこの仕組みを活用しつつ、自律的な地域運営に向け、地域活動協議会がそれぞれの

区の地域実情や特性に応じた取組を行えるよう支援している。 

 

□ ３年間の取組状況 

・地域活動協議会の形成を促進するため、平成 24 年度に、地域活動協議会の設立と運営の支援のため

のマニュアルとして、「設立＆運営ハンドブック」を作成した。（取組①） 

・地域活動協議会の形成及び運営支援に関し、区間の情報共有を図るため、平成 24 年度、平成 25 年

度に、地域活動協議会の形成支援に関する各区での取組状況や、地域活動のベストプラクティスな

どの状況を区役所職員に提供するとともに、区役所職員と中間支援組織を対象とした連絡調整会議

を毎月１回開催した。（取組①） 

・地域活動協議会の形成及び運営に関し、市民への情報発信を図るため、平成 24 年度、平成 25 年度

に、市ホームページに、「地域活動協議会の形成に向けた支援」を開設し、地域活動協議会の解説や

自律的な地域運営に向けた構成イメージを掲載するとともに、各区における形成支援状況を紹介し

た。（取組①） 

※取組②については、次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②ア：Ａ 24 区、取組②イ：Ａ 24 区、取組②ウ：Ａ 24 区  

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分

地域運営にさまざまな活動主体が参画し、会

計をオープンにするなど、地域が一体となっ

て運営されていると感じている区民の割合 

 

平成 26 年度までに全区で 80％以上 

平成 26 年度 各区平均 11.7％ 

（各区内訳） 

10％未満 13 区 

10％ 台   4 区 

20％ 台   2 区 

30％ 台   1 区 

未 調 査   4 区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・地域活動協議会による地域運営はまだ始まったばかりであり、地域活動協議会の形成理念の理解が

不十分な地域も一部存在する。 

・今後も、区役所が主体となって、地域活動協議会に対し、それぞれの地域実情や特性に応じた支援

に取り組むことになるが、各区での取組が効果的に行えるよう、引き続ききめ細やかに支援してい

く。 

※取組②については、次ページ（各区の状況）を参照。 
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１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(4) 

イ 

市民による自律的な地域運営の実現 

活動内容を限定しない柔軟な財政的支援 

＜取組所管＞ 

局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

活動内容ごとに縦割りで行う財政的支援ではなく、活動内容を指定せずに大括りにし、具体的な活

動内容については地域活動協議会の選択に委ねる新たな財政的支援制度を構築するとともに、本制

度を実質的に運用する区役所職員に対し、各種支援を行った。 

これにより、市の財政的支援は、地域の実情に即した活用につながっている。 

 

□ ３年間の取組状況 

補助制度の構築に向け、平成 24年度に、区長の意見等を踏まえたうえで、活動内容を限定しない柔

軟な財政的支援に関する全市的な基準となる「地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関す

る要綱」を策定し、平成 25 年度から制度施行するとともに、平成 25 年度は、各区で規定する区長

認定要綱及び補助金交付要綱の標準例を作成した。 

補助制度の適正な運用に向けた各区への支援として、各区から寄せられた制度運用にかかる質問に

都度対応するとともに、平成 25 年度は、各区から寄せられた質問に対する回答をとりまとめたＦＡ

Ｑを作成し、平成 26年度は、各区の担当職員を対象とした意見交換会を２回（８月、２月）開催す

るなど、区役所職員間での情報共有を図った。 

【取組の実施状況】Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

地域活動協議会のうち、市の財政的支援を地

域の実情に即して活用できていると感じて

いるものの割合 

 

平成 26年度までに 100％ 

平成 26年度 90.1％ 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

補助金交付に関する取組は、今後も、区役所が主体となって取り組んでいくこととなるが、制度が

地域の実情に即して活用され、自律的な地域運営の実現につながるものとなっているかを随時検証

し、必要に応じて改善に向けた検討を行っていく。 
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１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(5) 
ア 

地域資源が循環する仕組みづくり 
多様な分野におけるコミュニティ・ビジネス化、ソーシャル・ 
ビジネス化の支援 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室

・取組④：区 
 
□ ３年間の取組と成果の総括 

・コミュニティ・ビジネスの一環として、こどもと地域を結ぶ「きずな」活性化事業の実施や従来は
事業者に委託していた放置自転車対策等を当該地区の地域活動協議会へ委託するなど、コミュニテ
ィ・ビジネス化／ソーシャル・ビジネス化を促進し、地域経済の活性化を図ることができた。 

・職員に対するｅラーニングやコミュニティ・ビジネス等促進事業による起業に向けた各種講座の開催や
相談窓口の設置に取り組んだことで、コミュニティ・ビジネス等に関する起業件数の増加に繋がった。
しかしながら、コミュニティ・ビジネス等の意義やメリットの浸透には至っていない。 

 
□ ３年間の取組状況 

・コミュニティ・ビジネス等の意義やメリットの理解度向上について（取組①） 
・職員向け→全職員を対象としたコミュニティ・ビジネス/ソーシャル・ビジネスの意義・メリ

ット等の基礎知識習得に向けた研修や意見交換会、事例集の作成・周知、庁内ポー
タルを活用したｅラーニング実施。 

・市民向け→コミュニティ・ビジネス等の基礎的な説明を聞く講座や、実際にコミュニティ・ビ
ジネス等に取組む活動現場を訪問する体験講座、事例集の作成・周知等を実施。 

・そ の 他→民間の「ＣＢ・ＣＳＯアワード」への後援及び「大阪市長賞」の新設により、区内
コミュニティ・ビジネス事業の掘り起こしと情報発信 

・コミュニティ・ビジネス等促進事業として、「おおさかコミュニティビジネス情報局」（ＨＰ）を立
上げ、コミュニティ・ビジネス等に関する情報発信を強化するとともに、コミュニティ・ビジネス
相談窓口での起業支援や様々な情報とのマッチングなど、コーディネートを行う仕組みを構築した。
（取組②） 

・起業に向けた事業計画や資金拡充戦略などの各種講座を開催した。また、コミュニティ・ビジネス/
ソーシャル・ビジネスに関する相談窓口を設置し、必要に応じて税理士など専門家による相談も行
った。（取組③） 

※取組④については、次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ、取組④：Ａ 24 区 
 
□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分

コミュニティ・ビジネスやソーシャル・ビジ
ネスの意義やメリットを知っている市民の
割合 
平成 26 年度までに 60％以上 

平成 26 年度 各区平均 19.0％ 
（各区内訳） 

10％未満  2 区 
10％ 台 11 区 
20％ 台  8 区 
30％ 台  2 区 
未 調 査  1 区 

② 

コミュニティ・ビジネスやソーシャル・ビ
ジネスの意義やメリットを知っている職員
の割合 
平成 26 年度までに 100％ 

平成 26 年度 24.2% 
（うち区職員 33.3％） 

② 

市が関与したコミュニティ・ビジネスやソ
ーシャル・ビジネスの起業件数 
平成 26 年度までに 36 件 

平成 26 年度 66 件 
① 

 
□ 課題と今後の方向性 

・起業件数については成果目標を達成しているものの、市民・職員の理解度については目標を達成で
きていない。（取組①） 

・今後は、コミュニティ・ビジネス等の意義やメリットを浸透させるため、コミュニティ・ビジネス
等に関連した取組事例を収集し、市ホームページや市民局フェイスブック等により、継続して情報
発信を行う。また、コミュニティ・ビジネス等の起業を促進するため、地域資源を可視化し、地域
資源が活用されやすい仕組みづくりを進めていく。 

※取組④については、次ページ（各区の状況）を参照。 
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１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(5) 

イ 

地域資源が循環する仕組みづくり 

本市の事務事業の社会的ビジネス化 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

・取組④：区 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・本市が実施している事務事業のコミュニティ・ビジネス化／ソーシャル・ビジネス化を図るため、

本市職員が研修会等に参加し、先進事例に関する事例共有など知識研鑽に努め、地域活動協議会等

に対して、コミュニティ・ビジネス／ソーシャル・ビジネス化の検討可能な事業の提案を行い、社

会的ビジネス化が図られつつある。 

・平成 26 年度までに 37 件の社会的ビジネス化に成功しており、今後も引き続き中間支援組織や地域

活動協議会と連携しながら、地域の特性に応じた支援を実施していく。 

・社会的ビジネスの基本的な考え方やプロセスを整理し職員へ周知するとともに、各区における取組

状況や事例を発信するなど、各区への支援に取り組んだことにより、本市事務事業の社会的ビジネ

ス化につながった。今後も継続的に、社会的ビジネスの意義を発信し、その効果を波及させること

により、地域資源の循環を進めていく必要がある。 

 

□ ３年間の取組状況 

・社会的ビジネスの基本的な考え方や、先行して事業化に取り組んでいる区の事例について、職員間

で共有するための勉強会を開催した。また、平成 26年度には、社会的ビジネス化のガイドブックと

して、社会的ビジネスの対象事業や担い手等を整理した「社会的ビジネス化の基本的考え方ＱＡ」

を掲載し、各区の取組の支援を行った。（取組①） 

・協働型事業委託のガイドラインを作成し、委託に向けた区の取組への支援を行った。（取組②） 

・庁内ポータルに各区の取組状況や事例を掲載し、職員間の情報共有を図るとともに、各区で事業を

構築する際、区の相談に応じて、募集要項や仕様書の作成等について個別に支援を行うとともに、

各区の事業概要を収集し、社会的ビジネスとして事業が適正に実施されるよう、必要に応じて区へ

の助言を行った。（取組③） 

※取組④については、次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ、取組④：Ａ 24区 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

社会的ビジネス化された市の事務事業 

 

平成 26年度までに 24 件 

平成 26年度 37件 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・社会的ビジネス化が進んでいない区がある。（取組①） 

・社会的ビジネス化による効果を情報発信し、社会的ビジネス化を進める意義やメリットについての

職員への定着を図り、区における社会的ビジネス化の促進により、地域資源の循環をめざす。 

※取組④については、次ページ（各区の状況）を参照。 
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１ 大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(6) 

 

中間支援組織の活用 ＜取組所管＞ 

・取組①～④：局・室 

・取組⑤：区 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・地域社会づくりに向けた地域の取組の支援にあたって、中間支援組織と連携し情報共有を行いなが

ら、地域活動協議会等への支援として、中間支援組織の紹介、中間支援組織と連携したまちづくり

支援員の派遣、ワークショップの開催等を行い、地域の実情や特性に応じた支援ができるよう取組

を進め、中間支援組織を効果的に活用する仕組みを構築することができた。 

・効果的な地域支援を行うため、公募型プロポーザルにより中間支援事業者を選定し、さらに各区の

地域実情に応じた地域支援とするため、局から区役所に事業移管を図った。 

・区役所職員と中間支援組織による支援内容を整理するなど、地域担当職員に対して中間支援組織の

活用についての意義、役割等の理解度を深めるための方策や具体的な活動事例の情報発信について、

支援を行った。 

・これらは各区における自律した地域社会づくりを支援する取組において機能している。 

 

□ ３年間の取組状況 

・平成 24 年度に、市民活動団体において、中間支援組織を効果的に活用してもらうため、区役所職員

と中間支援組織による支援内容を整理し、市民活動団体への説明に資するよう、区役所に提示した。

（取組①） 

・平成 24 年度及び平成 25 年度に、市民活動団体の中間支援組織への理解を深めてもらうため、中間

支援組織の専門分野を調査し、テーマごとに整理するとともに市民活動団体と中間支援組織との連

携事例を収集し、これらの情報を市政改革室ホームページなどに掲載した。（取組②） 

・平成 24 年度及び平成 25 年度に、効果的な地域支援を行うため、公募型プロポーザルにより中間支

援事業者を選定した。（取組③） 

・さらに、平成 25年度に、各区の地域実情に応じた地域支援とするため、局から区役所に事業移管を

図った。（取組③） 

・平成 24 年度に、中間支援組織との連携の観点から、区役所庁舎の提供のあり方について関係局と協

力して整理した。（取組④） 

・平成 25 年度に、地域活動協議会自らが中間支援組織を活用しやすいよう、平成 26 年度からの運営

費補助制度を見直した。 

※取組⑤については、次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ、取組④：Ａ、取組⑤：Ａ 24区 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

中間支援組織による支援を必要とする団体

のうち、適切な中間支援組織による支援を受

けることができる環境が整備されていると

感じている団体の割合 

 

平成 26年度までに 60％以上 

平成 26年度 各区平均 71.7％ 

（各区内訳） 

30％台 1区 

50％台 2区 

60％台 7区 

70％台 6区 

80％台 6区 

90％台 2区 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・中間支援組織の活用については、今後も、区役所が主体となって取り組むことになるが、各区での

取組が効果的に行えるよう、引き続ききめ細やかに支援していく。（取組①②） 

※取組⑤については、次ページ（各区の状況）を参照。 
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第２ 項目ごとの取組と成果の総括 

 

 

２ 自律した自治体型の区政運営 
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２ 自律した自治体型の区政運営 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(1) 

ア 

区域内の行政を区長の決定により実施する仕組みづくり 

基礎自治に関する施策・事業の決定権の局長から区長への移譲と

局の区長の補助組織化 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

基礎自治に関する施策・事業の決定権を局長から区長へ移譲するため、区シティ・マネージャー（以

下、区ＣＭ）制を導入して区長を充て、その区長を住民に身近な施策・事業の実質的な責任者に位

置づけた。 

区長を局長より上位に格付けし、局を区長の補助組織に位置付け、区長の指揮監督のもとで総合的

な観点から基礎自治を実施することとした。 

あわせて、区長編成予算を拡大して区長裁量予算を確保することにより、区長がその権限と責任に

おいて地域の特性に応じた総合的な予算編成を行うことが可能となり、ニア・イズ・ベターの観点

から区域内の行政を区長の決定により実施することができるようになった。 

 

□ ３年間の取組状況 

区のエリアにおける各局の基礎自治に関する業務を横断的に統括し、局長以下を指揮監督する職と

して、市に 24の区ＣＭ職を設置し、区長をもって充てた。（取組①） 

各局・室の区関連の施策・事業に係る財源を一本化し、客観的かつ簡素で公平な考え方（指標）に

より各区別に算定した財源を枠として配分した。（取組②） 

平成 25 年度及び平成 26 年度は、制度の検証・改善に取り組み、区ＣＭが関与する予算編成につい

て、財源配分の精度を高めるよう工夫するとともに、構築した仕組みの目的や運用の考え方につい

て、類型的な整理を図ることで、区・局室との理解の共有化を図った。（取組③） 

さらに、平成 26 年度は、区長の判断を最大限尊重した施策・事業の推進のため、平成 27 年度予算

に向けて区政の充実のための重点経費の仕組みを構築した。（取組②） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

区の区域内の基礎自治に関する施策や事業

を局長ではなく区長の判断で実施できるよ

うになったと感じている区長の割合 

 

平成 25年度中に 100％ 

平成 25年度 83.4％ 

 

（参考） 

平成 26年度 95.8％ 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

仕組みについては区長から概ね高い評価を得ており、引き続き制度が適切に運用されるよう、区に

対する支援や区と局の間の調整を行っていく。 
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２ 自律した自治体型の区政運営 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(1) 

イ 

区域内の行政を区長の決定により実施する仕組みづくり 

区間調整の仕組みづくり 

＜取組所管＞ 

・取組①②：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・区間調整・課題解決のため、複数区にまたがる施策・事業間調整及び財源配分の仕組みを整理した

ことにより、区長の間での連携や調整が円滑に実施できるようになった。 

・また、各区に共通する課題や複数区に関わる課題について、区長会議の部会を活用することにより、

より円滑な意思決定や連携・調整が行われるようになった。 

 

□ ３年間の取組状況 

・平成 24年度に、複数区にまたがる施策や事業について区長間での調整の仕組みについて整理を行っ

た。（取組①） 

・平成 25 年度は、区ＣＭが関与する予算編成について、事業の手法について区間で円滑な調整が行え

るよう財源配分の方法について工夫した。（取組②） 

・また、各区に共通する課題や複数区に関わる課題について、平成 25 年度に機能強化された区長会議

の部会を活用することにより、より円滑な意思決定や連携・調整が行われるようになった。（取組②） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

複数の区の区域にまたがる施策や事業につ

いて、区長の間での連携や調整をしながら円

滑に実施できるようになったと感じている

区長の割合 

 

平成 25年度中に 100％ 

平成 25年度 75.0％ 

 

（参考） 

平成 26年度 87.5％ 
② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・仕組みについては概ね高い評価を得ており、円滑に運用されている。 

・なお、区長会議の部会については、部会長や部会員の問題意識の違いなどにより、その機能が十分

に果たされていない場合があるとの区長からの指摘もあり、各部会においてより的確・迅速に審議

が行われるよう、区長会議の事務局として、幹事会議等と連携してその取組を支援していく。 
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２ 自律した自治体型の区政運営 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(1) 

ウ 

区域内の行政を区長の決定により実施する仕組みづくり 

公募区長による個性あふれる区政運営 

＜取組所管＞ 

・取組①：局・室 

・取組②③：区 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・全国から公募・任命した公募区長が、各区の地域実情や特性に応じた特色ある事業を展開し、地域

資源を活かした個性あふれる区政運営を進めた。また、その取組や成果について、区長自らが様々

な機会を活用して積極的に発信した。 

・成果目標の達成には至らなかったものの、広報紙やホームページでの発信にあたって区長の写真や

メッセージを用いるなど、区政が区民にとってより親しみやすいものとなるよう、各区において工

夫を凝らした取組を展開した。 

 

□ ３年間の取組状況 

・平成 23 年 12月から区長公募を実施し、平成 24 年２月から６月にかけて実施した書類選考、面接選

考を経て、平成 24 年８月１日（中央区長、阿倍野区長は９月１日）に公募区長を任命した。（取組

①） 

・なお、公募人材による不祥事や任期途中の退職などの事案等を踏まえ、１年ごとに適格性の審査を

行うとともに、選考方法については、これまでの書類選考、面接選考に加え、新たに筆記（論文）

試験・適性検査等を実施することとした。（取組①） 

※取組②③については、次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ 24区、取組③：Ａ 24区 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

公募区長により、基礎自治に関して、特色あ

る施策・事業が展開されていると感じている

区民の割合 

 

平成 26年度までに全区で 80％以上 

平成 26年度 各区平均  28.7％ 

（各区内訳） 

10％台   1区 

20％台  14区 

30％台  6区 

40％台  2区 

50％台  1区 

② 

居住する区の区長の顔や名前を知っている

区民の割合 

 

平成 26年度までに全区で 60％以上 

平成 26年度 各区平均  38.6％ 

（各区内訳） 

20％台   4区 

30％台  12区 

40％台  3区 

50％台  4区 

60％台  1区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

※取組②③については、次ページ（各区の状況）を参照。 
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２ 自律した自治体型の区政運営 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(2) 

 

ア 

多様な区民の意見やニーズを区政に反映するとともに、区民による

区政の評価を行うことのできる仕組みづくり 

多様な区民の意見やニーズを区政に反映することのできる仕組み

づくり 

＜取組所管＞ 

・取組①②：区 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・区長と地域住民との懇談、アンケート調査、区役所への意見箱の設置など、各区において、多様な

区民の意見やニーズを的確に把握するための仕組みづくりに取り組んだ。 

・成果目標の達成には至らなかったものの、こうした取組についてホームページや掲示板等で周知す

るとともに、区民から寄せられた意見の内容や区役所の対応結果等を公表するなど、各区で積極的

な情報発信の取組が進んだ。 

 

□ ３年間の取組状況 

※次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】 取組①：Ａ 24区、取組②：Ａ 24 区 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

多様な意見やニーズが区役所に届いている

と感じている区民の割合 

 

平成 26年度までに全区で 80％以上 

平成 26年度 各区平均  19.2％ 

（各区内訳） 

10％台  16区 

20％台  7区 

30％台  1区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

※次ページ（各区の状況）を参照。 
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２ 自律した自治体型の区政運営 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(2) 

 

イ 

多様な区民の意見やニーズを区政に反映するとともに、区民による

区政の評価を行うことのできる仕組みづくり 

区民が区政運営に参画する仕組みづくり 

＜取組所管＞ 

・取組①②：区 

・取組③：局・室 
 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・区の区域内の基礎自治に関する施策や事業など区政運営について、区政会議をはじめ、区長と住民

との懇談や意見箱の設置など、計画段階から評価段階に至るまで多くの区民との対話と協働により

進めていく仕組みを各区で構築した。 

・成果目標の達成には至らなかったものの、地域事情や特性に応じた部会を区政会議に設けるなど、

より的確に地域課題に対応できるよう、各区で工夫を加えながら取り組んだ。 

区政会議の運営の基本となる事項に関する条例等の制定により、区政会議が、区民が区政運営に参

加する仕組みとして議会で承認され大阪市全体で認知されたものとなった。 

各区においては、条例等に基づき区政会議を運営し、区民の意見やニーズの反映、区政を評価する

仕組みとして活用している。 
 

□ ３年間の取組状況 

平成 24年度は、区民が区政会議を通じ立案段階から意見を述べること、また施策等の実績及び成果

に係る意見を述べることについて条例で規範化した。（取組③） 

平成 25 年度及び平成 26 年度は、各区役所による区政会議の適切な運営に向け、関係規則の制定や

条例運用に係るガイドブックの作成などの支援を行うとともに、区政会議の条例の運用にあたって

課題が生じた際に支援を行った。（取組③） 

さらに、平成 26 年度は、担当者との意見交換会を実施し、適宜ガイドブックに内容を反映した。（取

組③） 

※取組①②については、次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】 取組①：Ａ 24区、取組②：Ａ 24 区、取組③：Ａ 
 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

区の区域内の基礎自治に関する施策や事業

など区政運営について、計画段階から区民と

の対話や協働により進められていると感じ

ている区民の割合 

 

平成 26年度までに全区で 80％以上 

平成 26年度 各区平均  15.1％ 

（各区内訳） 

10％未満  2 区 

10％台   18 区 

20％台   4 区 

② 

区の区域内の基礎自治に関する施策や事業

など区政運営について、多様な区民による

評価が区に届いていると感じている区民の

割合 

 

平成 26年度までに全区で 80％以上 

平成 26年度 各区平均  15.9％ 

（各区内訳） 

10％未満  1 区 

10％台   19 区 

20％台   4 区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・条例の目的に沿って適切に区政会議が運営されるよう、引き続き支援を行う。 

※取組①②については、次ページ（各区の状況）を参照。 
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２ 自律した自治体型の区政運営 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(3) 

ア 

イ 

地域活動を支える「かなめ」としての区役所づくり 

積極的な情報発信等による地域活動支援 

各地域の実情に応じたきめ細かな支援体制の構築 

＜取組所管＞ 

・２(3)イの 

取組①②：区 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・地域担当職員が地域会合に参画する等して収集した情報を区役所内で共有するなど、各課・各担当

を越え、各地域の実情に応じて地域活動をきめ細かに支援する体制を整備し、運用した。 

・成果目標の達成には至らなかったものの、中間支援組織とも連携しながら、地域活動に関心のある

区民の参加によるワークショップや研修、意見交換会を開催するなど、地域課題解決の担い手とな

る地域公共人材の育成を着実に進めた。 

 

□ ３年間の取組状況 

※次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】２(3)イ 取組①：Ａ 24 区、取組②：Ａ 23 区・Ｂ 1 区 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

ア ｢１ 大きな公共を担う活力ある地域社

会づくり｣の(2)から(4)まで及び(6)に

おいて、各区役所において区運営方針に

それぞれの区の実情に応じた具体的な

取組内容及び目標を明らかにし、推進す

ることとされている取組の成果目標と

同じ。 

― ― 

イ 地域活動をしている人のうち、区役所

が中間支援組織と連携して各地域の実

情に応じた一体的・総合的な支援を行

っていると感じている人の割合 

 

平成 26年度までに全区で 80％以上 

平成 26年度 各区平均  48.3％ 

（各区内訳） 

30％台  6区 

40％台 7区 

50％台 8区 

60％台 3区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

※次ページ（各区の状況）を参照。 
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２ 自律した自治体型の区政運営 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(4) 

 

区民の安全・安心を担う総合拠点としての区役所づくり ＜取組所管＞ 

・取組①②：区 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・「市民の声」や「ご意見箱」などさまざまな広聴ツールを活用して、区民の相談や意見を広く受け

付け、区役所所管外の事業であっても迅速かつ適切に対応するよう関係局と調整するなどインター

フェイス機能を果たす各種取組を進めた結果、成果目標を概ね達成することができた。 

・一方、さまざまな危機事象を整理して防災計画やマニュアルとしてとりまとめ、広報紙や防災訓練

時に区民周知に努めたものの、防災計画等にかかる認知度については、目標の達成に至らなかった。

 

□ ３年間の取組状況 

※次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】 取組①：Ａ 24 区、取組②：Ａ 24 区 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分

日常生活に関するさまざまな相談や要望に

ついて、区役所が適切に対応していると感じ

ている区民の割合 

 

平成 26 年度までに全区で 80％以上 

平成 26 年度 各区平均  73.3％ 

（各区内訳） 

60％台    3 区 

70％台   21 区 

① 

区役所で、防災など危機事象ごとの計画や

マニュアルが作成されていることを知って

いる区民の割合 

 

平成 26 年度までに全区で 80％以上 

平成 26 年度 各区平均  45.3％ 

（各区内訳） 

10％台    1 区 

20％台  3 区 

30％台  4 区 

40％台  8 区 

50％台  5 区 

60％台  1 区 

70％台   2 区 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

※次ページ（各区の状況）を参照。 
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２ 自律した自治体型の区政運営 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(5) 
 

区役所における区民サービスの向上と効率的な業務運営 ＜取組所管＞ 

・取組①～④：局・室 

 
 
□ ３年間の取組と成果の総括 

・窓口業務の民間委託や証明書のコンビニ交付サービスを計画どおり実施するとともに、窓口業務の
格付けや各区の取組の共有化等により切磋琢磨を促進し、各区の窓口サービス向上の取組を推進し
た。 

・その結果、各区の区民サービスの向上については、成果目標の達成に至らないまでも、区民に相当
程度認識されるとともに、格付けの評価についても毎年向上するなど、一定の進捗をみることがで
きた。一方、各区の効率的な業務運営に向けた取組については、具体的な成果は出せなかったが、
区長会議において引き続き検討が進められている。 

 
□ ３年間の取組状況 

・平成 24年度に区長会議が設置した窓口業務改革プロジェクトチームにおいて、区役所来庁者への案
内サービスの向上等について検討された。平成 25 年度には、市民局の実施した「来庁者等に対する
窓口サービス」の格付け結果を踏まえた、各区の改善事例を取りまとめて共有化が図られ、各区の
窓口サービスの向上が推進された。（取組①） 

・区役所窓口以外の証明書発行サービスについて、全体的な方向性や課題の検討を行い区長会議・部
会において共有化するとともに、所要の条例整備・システム開発等を進め、平成 27年 1月から証明
書のコンビニ交付サービス等を開始した。（取組②） 

・窓口業務の民間委託について、平成 24年度に９区役所において委託を開始し、委託後の状況を検証
して委託手法の改善を図りつつ、平成 25年度に 11区役所、平成 26年度に４区役所において、順次
委託を開始し、全区において委託を実施した。（取組③） 

・庶務関係業務やバックオフィス業務等の共同処理については、実施の可能性があると考えられる全
業務について類型化し、実施に向けた課題等の分析を行うとともに、その検討状況を平成 26 年度に
区長会議に報告した。それ以降は、区長会議において、集約化・共同処理可能な業務について、可
能なものから順次実施していくことをめざして検討が続けられている。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ、取組④：Ｃ 
 
□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

来庁者への案内や証明書発行をはじめとす
る窓口業務についてサービスの向上が図ら
れていると感じている区民の割合 
 
平成 26年度までに全区で 80％以上 

平成 26年度 各区平均  65.4％ 

② 

区役所の効率的な業務運営に向け、区の実
情や特性に応じて、取組が進められている
と感じている区民の割合 
 
平成 26年度までに全区で 80％以上 

平成 26年度 各区平均  36.2％ 

② 

 
□ 課題と今後の方向性 

・各区の窓口サービスについて、さらに改善を進める必要があるため、引き続き格付けを活用するな
ど、各区が行う自律的・主体的な業務改善を支援する。（取組①） 

・民間委託についての課題の改善のため、委託後の各区の状況について、引き続き課題の抽出や来庁
者の満足度調査を行い、その結果の検証・分析をふまえ、各区において窓口サービスの向上に必要
な業務改善が行われるよう支援する。（取組①、③） 

・各区の効率的な業務運営に向けて、平成 27年度市政改革の基本方針において、区役所業務の集約化・
共同処理については平成 26 年度からの区長会議の各部会における集約化・共同処理可能な業務の検
討結果をふまえ、できるものから関係局・室と調整のうえで順次実施すると位置づけられているこ
とから、その検討を支援するなど、各区の効率的な業務運営に向けた取組や情報発信を支援する。
（取組④） 
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２ 自律した自治体型の区政運営 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(6) 

 

区役所の体制整備と区長による自主的な組織運営 ＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・各区役所に配分された人員・職（ポスト）の枠内において、区長による自主的な組織運営が可能と

なった。 

 

□ ３年間の取組状況 

・「新たな区」移行プロジェクトにおける議論及び市政改革プランに基づき市政改革室から人事室に要

望し、平成 24 年８月１日付けで、副区長の専任化と企画調整担当課長の設置などの体制強化を実施

するとともに、各区長の裁量で組織編成や人事配置を柔軟に行えるよう関係規定の整備を行った。

（取組①③） 

・平成 24 年度は、区長が、区シティ・マネージャーとしての立場、視点から、局との事業実施の関わ

りにおいて発生した事実を評価者に報告する「事実確認シート」を作成し、評価者が局長評価を実

施する際の参考資料として取り扱う仕組みを構築した。平成 25 年度は、「部会目標管理シート」に

よる局業績評価が実施したとともに、「区長・局長間のマネジメントサポート制度」を実施した。（取

組②） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

区の実情や特性に応じて柔軟に組織編成や

人事配置が行えていると感じている区長の

割合 

 

平成 25年度までに 100％ 

平成 25年度  41.6％ 

 

（参考） 

平成 26年度  87.5％ 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・仕組みについては概ね高い評価を得ており、配分された人員・職（ポスト）の枠内において、区の

実情や特性に応じて、柔軟に組織編成や人事配置が行われている。 

・「市政改革プラン」に基づく人事制度改革については着実に取組を進めており、引き続き適正な人事

管理を行う。 
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２ 自律した自治体型の区政運営 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(7) 

 

行政区のブロック化と円滑な組織運営 ＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・区長会議においてブロックの区割り試案の作成を行うとともに、ブロック単位での行政運営の基本

的な考え方のとりまとめを行い、ブロック単位での行政運営に向けて一定の取組を行ってきたが、

大阪市としては特別区設置に係る取組を最優先で行うこととなったため、それ以降ブロック単位で

の行政運営についての取組は実施していない。 

 

□ ３年間の取組状況 

・平成 24 年度、区長会議において、ブロックの区割りを考える上で特に考慮しなければならない事項

について、将来推計人口や都心部の集積性のほか、面積、過去の分区・合区の経過といった歴史性

などと整理し、それらを考慮して平成 24年 11月、４つの区割り試案を作成した。（取組①） 

・ブロック単位での行政運営の仕組みの構築については、平成 25年度、ブロック単位での行政運営に

ついての基本的な考え方をとりまとめた。（取組②） 

・しかし、大阪市としては特別区設置に係る協定書の策定が最優先の取組課題であり、さらに協定書

に関して住民投票実施が決まったこともあり、ブロック単位での行政運営の具体的な制度設計を実

施できない状況となった。（取組②） 

・ブロック単位での行政運営の仕組みの構築について具体的な制度設計が実施できない状況となった

ため、かかる仕組みに基づくブロック単位の行政運営を実施することはできなかった。（取組③） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ｂ、取組③：Ｃ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

ブロック単位での行政運営 ブロック単位での行政運営は未実施 
② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・住民投票の結果を踏まえて改めて整理が必要。 
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第２ 項目ごとの取組と成果の総括 

 

 

３ ムダを徹底的に排除し、 

成果を意識した行財政運営 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(1) 

ア 

(ア) 

財政規律の遵守と健全な財政運営 

歳入の確保 

広告事業の拡充 

＜取組所管＞ 

・取組①～④：局・室 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・「大阪市広告事業推進プロジェクトチーム」を設置し、「大阪市広告事業行動計画」を策定するとと

もに、目標達成に向け、ネーミングライツワーキンンググループの設置、メールマガジンによる募

集情報の配信等、広告事業を推進する取組を実施した結果、行動計画で掲げた目標を上回る効果額

を確保することができた。 

 

□ ３年間の取組状況 

広告事業の全庁的な取組を強力に推進するため、「大阪市広告事業行動計画」を策定し、目標達成に

向けた取組を着実に進めた結果、平成 24 年度には計画を達成し、平成 26 年度まで３年連続して計

画を達成する見込みとなった。（取組①） 

ネーミングライツの活用を促進するため、募集事務に関するマニュアルを作成するとともに、ネー

ミングライツワーキンググループを設置し、推進体制の充実に取り組んだ結果、スポーツ施設２ヶ

所、歩道橋４橋のネーミングライツパートナーを獲得できた。（取組②） 

局所管財産を活用して区が広告事業を実施するための制度を構築するとともに、屋外広告物の規制

緩和を行った。区が広告募集を実施した結果、緑道２ヶ所、歩道橋１橋でネーミングライツパート

ナーを獲得した。また、屋外広告物の規制緩和により、町名街区案内板への広告掲出を実施し、設

置や維持管理にかかる経費を削減できた。（取組③④） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ、取組④：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

平成 26年度の広告事業目標額 5億円 

 

（平成 23年度計画額の 2倍） 

平成 26年度実績  5億 6,100 万円 

（計画額 5億円） 

 

平成 25年度実績  4億 3,700 万円 

（計画額 3億 5,400万円） 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

平成 26年度の全体目標額は達成する見込みであるものの、媒体別では計画が達成できていない等の

課題がある。厳しい財政状況を踏まえ、引き続き税外収入の確保等が必要であることから、「平成

27 年度の広告事業取組方針」を策定し、媒体別を含め全庁的な進捗管理を行いながら、各所属の取

組を支援する。（取組①） 

募集期間を十分に確保しても、応募件数が少ないケースがあることから、広告主の獲得に向け、メ

ールマガジンによる募集情報等の配信や相談窓口の対応などを行う。（取組①②） 

局所管財産を活用して区が実施する広告事業については、実施件数がまだまだ少ないため、局が活

用できていない財産を調査し、区において取り組みやすいものを抽出のうえ、具体的な実施事例と

ともに情報提供する。（取組④） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26 年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(1) 

ア 

(イ) 

財政規律の遵守と健全な財政運営 

歳入の確保 

 未利用地の有効活用等 

＜取組所管＞ 

・取組①②：局・室 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・平成 24～26 年度までの３カ年度の売却額合計は約 479 億円（見込）となり、平成 22～26 年度まで

の５カ年度の売却額合計は約 846 億円（見込）となり、平成 22～30 年度の目標額 1,500 億円に対す

る進捗率は約 56.4％と順調に推移している。 

 

□ ３年間の取組状況 

・周辺のまちづくりに資する売却手法の方針を策定し、地域特性を踏まえた都市計画手法の活用や、

本市施策実現のための事業提案型審査委員会方式を導入し、エコ住宅供給事業者募集プロポーザル

（平成 24 年度１件）、小学校跡地の開発事業者募集プロポーザル（平成 24 年度１件、平成 25 年度

１件）及び大学誘致等の条件付一般競争入札（平成 26 年度１件）を実施した。（取組①） 

・売却困難地等において、貸付を検討する土地の抽出を行い、事業用定期借地による貸付入札（平成

24 年度１件）を実施した。（取組①） 

・未利用地の売却促進にかかるインセンティブの配分額について、平成 26 年度より土地所在区の努力

に応じた配分額へ見直すなど、インセンティブ制度を改正した。（取組②） 

・未利用地の貸付について、平成 26 年度より土地所在区と土地所管局が連携して貸付等を行う場合、

当該未利用地の貸付料収入に対し、その割合を土地所在区 50％、土地所管局 50％として財源を活用

できるようインセンティブ制度を創設した。（取組②） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分

売却収入目標額 

平成 24 年度 254 億円 

平成 25 年度 150 億円 

平成 26 年度 150 億円 

売却収入額 

平成 24 年度 約 141 億円 

平成 25 年度 約 285 億円 

平成 26 年度 約 53 億円 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・売却に向けた土地の商品化において、隣接地との境界確定や地元調整などの諸課題があり、処分検

討地については確実に売却できるよう、資産流動化プロジェクト用地チームにおいて土地の商品化

の進捗管理を徹底する。（取組①） 

・周辺のまちづくりに寄与する観点にも留意しつつ、有効活用や売却を進めていく必要があり、土地

所在区の区長の意向を確認しながら、土地所在区と土地所管局が一体となった取組を引き続き推進

していく。（取組②） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(1) 

ア 

(ウ) 

財政規律の遵守と健全な財政運営 

歳入の確保 

 自動販売機等に係る契約手法の見直し 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

使用許可の見直しや原則公募の徹底に取り組んだことにより、市の施設に設置する自動販売機等に

関する契約の透明性の向上が図られるとともに、競争性が確保され、収入増に繋がった。 

 

□ ３年間の取組状況 

自動販売機、売店及び食堂に係る施設利用に関する各局の使用許可等の相手方選定については、平

成 18 年度よりすでに公募方式を導入しているが、さらなる競争性の確保を図るため、「行政財産に

おける清涼飲料水自動販売機設置にかかる事務取扱いの改正について（通知）」等を行い、改めて原

則公募を徹底させるとともに、特に福祉団体等に対しては、各所管局において就労実態に応じた使

用許可等に見直しを図るよう周知徹底した。（取組①③） 

指定管理者が管理する施設への設置についても、原則公募とする「行政財産における清涼飲料水自

動販売機設置にかかる事務取扱いの改正について（通知）」等を行い、競争性の確保に向けた事務取

扱を徹底させた。（取組②） 

【取組の実施状況】 取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

平成 26年度 4億 2,000万円※ 

（対実質平成 23 年度予算額比 4,200 万円の

増） 

 

※施設の廃止等により許可対象物件が減少

したため、その影響を考慮した実質平成 23

年度予算額と比較した目標値 

 

（参考：考慮前の目標値） 

平成 26年度 5億 5,700万円 

（対平成 23 年度予算額比 4,200万円の増） 

平成 26年度  約 4 億 8,200 万円 

（対実質平成 23年度予算額比 1億 400万円） 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

今後も引き続き歳入を確保するため、原則公募による契約を徹底していく。 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(1) 

ア 

(エ) 

財政規律の遵守と健全な財政運営 

歳入の確保 

 市民利用施設の使用料の適正化 

＜取組所管＞ 

・取組：局・室 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・市民利用施設の使用料について、受益と負担の適正化に向けた基本的な考え方をとりまとめるとと

もに、これに基づいて点検・精査を進め、その結果に基づきコスト削減や料金改定等に取り組んだ

ことにより、受益と負担の適正化に繋がった。 

 

□ ３年間の取組状況 

・市民利用施設の使用料の点検・精査を平成 26 年度までに完了できるよう３か年計画を策定するとと

もに、受益と負担の適正化に向けた基本的な考え方を公表した（平成 25 年６月）。 

・施設に関する受益と負担の状況について、フルコストをベースに公表し、「見える化」を図った（平

成 25 年６月、平成 26 年７月）。 

・平成 25・26 年度末で指定管理期間が終了する施設等の使用料について、公表した基本的な考え方に

沿って点検・精査を実施し、その結果を公表した（平成 25 年 11月、平成 26年 10 月）。 

・点検・精査の結果、使用料改定が必要なものについては、平成 26・27 年度予算に反映した。 

・平成 27 年度末で指定管理期間が終了する施設については、「平成 27 年度 市政改革の基本方針」の

策定に伴い、平成 27年度中に点検・精査を実施し、結果を公表することとした。 

【取組の実施状況】Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

施設使用料の適正化を図るため全市民利用

施設の使用料の点検・精査を平成 26 年度ま

でに完了 

指定管理者の更新時期（平成 25 年度末・26

年度末）にあわせて、対象施設の使用料の点

検・精査を実施し、結果の公表を行った。 

なお、平成 27 年度末で指定管理期間が終了

する施設については、「平成 27 年度 市政改

革の基本方針」において、27 年度中に点検・

精査を行うこととした。 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・引き続き受益と負担の適正化を図るため、使用料の点検・精査を実施する。 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(1) 

ア 

(オ) 

財政規律の遵守と健全な財政運営 

歳入の確保 

未収金対策の強化 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・平成 26 年度末現在の未収金残高については、現在速報値の段階ではあるが、この間の取組により未

収金残高は着実に減少する見込みとなっており、取組の成果が現れている。 

 

□ ３年間の取組状況 

・大阪市債権回収対策会議において、各年度の債権ごとの目標数値及び具体的処理策をとりまとめ、

目標達成に向けた取組を着実に実施した。（取組①） 

・より効果的・効率的な徴収及び滞納整理に向けた徴収体制とするため、これまで福祉局やこども青

少年局にそれぞれ設置していた未収金回収担当を財政局に集約し、平成 24 年８月に「市債権回収対

策室」を設置した。これにより税の徴収ノウハウを活かした、より効果的・効率的な徴収及び滞納

整理の強化を行った。（取組②） 

・債権の適切な管理等を図るための条例・規則の整備に向け、他都市調査や各局へのヒアリング等を

もとに、検討及び課題の整理を行った。その結果、既存の条例・規則との整合性を図り、新たに制

定が必要な事項は、既存の専決条例の一部改正で定めることとした。（取組③） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

平成 26年度末の未収金残高 551億円以下 

 

（対平成 22 年度決算額(700 億円)比 

20％以上の削減） 

平成 26年度末 

【速報値】  552 億円 

※確定後に別途公表 
① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・各所属に対するヒアリング等を通じて、所属により徴収及び滞納整理のノウハウに差が見られるこ

とが判明したため、市債権回収対策室と各局・区がそれらを共有できるよう、「ＯＪＴによる徴収事

務担当者の育成」を平成 27 年度より新たに実施する。(取組①) 

・歳入の確保はもとより、市民負担の公平性・公正性確保のため、引続き、全市的な未収金対策の強

化に取り組む。 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(2) 

ア 

(ア) 

経常経費の削減 

庁舎・事務所の維持管理費、ＩＴ経費 

庁舎・事務所の維持管理費 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・市役所本庁舎玄関ホール等のランプの一部ＬＥＤ化や、本庁舎の事務室や共用部分の照明灯の間引

き、空調運転の短縮などに取り組んだことにより、目標を上回る電気使用量の削減を行うことがで

きた。 

・日常的な維持管理における省エネルギー化手法の全市的な共有及び取組のチェックや指導・助言を

行ったことにより、経費の削減に向けた職員の意識啓発と取組の定着を図った。 

 

□ ３年間の取組状況 

・市役所本庁舎の特高・高圧受変電設備改修については、エネルギー消費効率が優れた機器（トップ

ランナー）を採用することとし、平成 24 年度に設計を行い平成 25～26 年度に工事を実施する予定

であったが、関係先との調整に時間を要したことからスケジュールを変更し、平成 25 年度に設計を

完了した。また、設計作業の中で詳細工法等を検討した結果、全館停電等の回数が当初想定より多

くなることが判明したため、業務への影響を考慮し、平成 26～29 年度に工事を実施することとし、

平成 27年２月に工事契約を締結した。（取組①） 

・市役所本庁舎玄関ホール等のランプを一部ＬＥＤ化することや、事務室や共用部分の照明灯の間引、

空調運転の短縮などを行うことで電気使用量の削減に取り組んだ。（取組②） 

・施設管理者自らが取り組むことのできる省エネルギー化手法を引き続き庁内ポータルで紹介すると

ともに、各局・区等のエネルギー管理担当者の連絡会議にて、日常的な維持管理の中で実践可能な

主な手法を紹介するなど意識啓発を図った。（取組③） 

・施設管理者に対して、各施設にて実現可能な省エネルギー化手法の提案や、エネルギー使用量削減

に資する運用改善の助言など、施設の運用状況に応じた省エネルギー化の取組の支援を行った。（取

組③） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

<取組①②の成果目標> 

平成 27年度の電気使用量を平成 22年度比で

約 10％の削減 

 

平成 26年度の電気使用量を平成 22年度比で

約 22％の削減 

① 

<取組③の成果目標> 

経費の削減に向けた職員の更なる意識啓発

と取組の定着 

 

経費の削減に向けた職員の更なる意識啓発

と取組の定着を図った 

― 

 

□ 課題と今後の方向性 

・市役所本庁舎の特高・高圧受変電設備改修について、設計時期や工事期間等、一部スケジュールを

変更したが、平成 29年度に工事を完了できるよう進捗管理に努める。（取組①） 

・市役所本庁舎の事務室や共用部分の照明灯の間引きや空調運転の短縮、ＬＥＤ化の拡充の検討に継

続して取り組む。（取組②） 

・職員への意識啓発と施設管理者の取組への支援を行うなど、引き続き、庁舎等の日常的な維持管理

における省エネルギー化を推進する。（取組③） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(2) 

ア 

(イ) 

経常経費の削減 

庁舎・事務所の維持管理費、ＩＴ経費 

ＩＴ経費 

＜取組所管＞ 

・取組①②：局・室 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・市販のパッケージシステムの利用や競争性の確保等について全庁への指導・助言を行ったほか、統

合基盤や基幹系システムの再構築に取り組んだことにより、システムへの投資の適正化と経常経費

の圧縮を行った。 

 

□ ３年間の取組状況 

・市販のパッケージシステムや複数年契約、総合評価一般競争入札方式の活用を進め、新たなシステ

ムを構築しながらもシステムへの投資の適正化と経常経費の圧縮を図ってきた。（取組①） 

・そのうち、システム運用に係る経常経費については、基幹系システムに共通する仕組み（統合基盤）

を稼働させ、システム機器や機能を共有化するとともに、税・住民基本台帳や総合福祉システム等

の再構築に向けたシステムの改善を進め、削減を図った。（取組②） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

<取組①の成果目標> 

平成 24年度以降のＩＴ関連予算（経常経費)

をシステムの再構築を始めた平成 22 年度の

90 億円以下に抑制 

 

ＩＴ関連予算（経常経費） 

・平成 25年度 76 億円 

・平成 26年度 79 億円 

・平成 27年度 77 億円 

① 

<取組②の成果目標> 

平成 27年度以降のＩＴ関連予算（経常経費）

を統合基盤や基幹系システムの再構築によ

り削減 

 

統合基盤や基幹系システムの再構築による

削減効果額 

平成 27年度：▲2億 5,000万円 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・既存の情報システムの陳腐化に伴う安定性の低下、マイナンバー制度の導入など法改正・制度変更

によるシステムの複雑化や、経費の増加が懸念される。（取組①） 

・このため、引き続き、システムへの投資の適正化と経常経費の圧縮の取組を推進する必要がある。

（取組②） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(2) 
イ 

経常経費の削減 
印刷費、物品購入費 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 

 
□ ３年間の取組と成果の総括 

・広報印刷物をはじめとする各所属の広報事務全件について、ＰＤＣＡサイクルの徹底を指導し、そ
の効率的・効果的な推進に取り組んだ結果、目標を上回る広報関係予算の削減を行うことができた。  

・全庁的に共通して大量に使用する物品について、継続して業者直送による統括用品として安価で安
定した供給を行ったことにより、統括用品化以前との比較で年間 5,400万円の削減を図るとともに、
各所属の契約事務の軽減にも貢献することができた。 

・定期刊行物の購入の必要性、成果等について定期的に検証・公表することにより、目標を上回る定
期刊行物購入費の削減を行うことができた。 

 
□ ３年間の取組状況 

・平成 24年４月に「広報事務の推進に関する要綱」を制定し、同要綱にもとづいて、広報印刷物をは
じめとする各所属の広報事務全件について、計画（予算編成）及び実施時に点検・精査を行うなど、
ＰＤＣＡサイクルの徹底を指導し、その効率的・効果的な推進に取り組んだ。（取組①） 

・コピー用紙、ファイル類等の全庁的に共通して大量に使用する物品について、継続して統括用品と
して市販品を集中購買し、必要部署へ直送することで、安価で安定した供給及び各所属の契約事務
の軽減に寄与することができた。また、統括用品に係る事務を適切に実行するため、統括用品事務
マニュアルを作成し、各所属において適切かつ円滑に統括用品の活用が図れるよう努めた。（取組②） 

・各所属における定期刊行物の購入の必要性に関する検証・公表について、指導・調整を行い、各所
属での検証結果をとりまとめた結果、平成 24 年度に目標を達成した。（取組③） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ 
 
□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

<取組①の成果目標> 
広報印刷物を含む広報関係予算を平成 23 年
度と比較し、平成 25 年度までの 2 年間で 5
割以上削減 

 
広報印刷物を含む広報関係予算を平成 23 年
度と比較し、平成 25 年度までの２年間で
67.5％削減 
（参考） 
平成 23年度と比較し、平成 26 年度までの３
年間で 76.7％削減 

① 

<取組②の成果目標> 
物品購入費 
ＰＰＣ用紙、ファイル類 
統括用品化以前との比較で導入時 約 5,000
万円規模の効果 

 
物品購入費 
ＰＰＣ用紙、ファイル類 
統括用品化以前との比較で平成 26 年度 
5,400 万円の効果 

① 

<取組③の成果目標> 
定期刊行物購入費 
平成 24年度 1億 1,700万円削減 

 
定期刊行物購入費 
平成 24年度 1億 2,100万円削減 
（参考） 
平成 26年度 1億 1,500万円削減 

① 

 
□ 課題と今後の方向性 

・各所属の広報事務全件についてＰＤＣＡサイクルの徹底を指導し、その効率的・効果的な推進に引
き続き取り組む。（取組①） 

・統括用品については、現在の品目で安定し運用しているが、今後も全庁的な物品の需要を把握し、
経済的集約効果が見込めるものは導入するなど、適正かつ効率的な運用に努める。（取組②） 

・定期刊行物については、引き続き購入の必要性、成果等について定期的に検証・公表することによ
り、さらなる経費の削減を図る。（取組③） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(3) 

ア 

隠れた支援や見えにくい支援の排除 

運営補助の見直し 

＜取組所管＞ 

・取組：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・「補助金等の見直し調整方針」に基づき、平成 26年度末までに団体運営補助等を全廃した。 

 

□ ３年間の取組状況 

・団体運営補助の原則廃止などを示した「補助金等の見直し調整方針」に沿った見直しを進めるため、

予算編成過程の中で各所属に指導・調整を行った。 

・その結果、団体運営補助等については、平成 26年度末で全廃した。 

ただし、任意団体である民生委員児童委員連盟への運営交付金は、新たに民生委員法で行政に経費

の負担責任がある民生委員協議会に対する運営交付金に転換のうえ存続。 

・予算案の公表に合わせ取組内容をとりまとめ、公表した。 

【取組の実施状況】Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

平成 26年度までに団体運営補助等を全廃 平成 26年度末までに団体運営補助等を全廃 
① 

 

□ 課題と今後の方向性 

― 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26 年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(3) 
イ 

隠れた支援や見えにくい支援の排除
市税及び使用料等の減免措置の見直し 

＜取組所管＞ 
・取組①②：局・室 

 
□ ３年間の取組と成果の総括 
＜市税＞ 
・これまで見えにくい支援とされてきた市税の減免措置について、見える化を実施することができた。 
・減免措置の廃止及び基準等見直しを行ったことで△805 百万円（平成 23 年度決算額で試算）の効果があ
った。 

＜使用料等＞ 
・減免状況の公表や減免見直しチェックシートによる再点検を実施することにより、市有不動産使用に係
る透明性・公平性を高めるとともに、減免の廃止や最適化を図ることができた。 

 
□ ３年間の取組状況 
＜市税＞ 
【平成 24 年度】 

・公益上の理由などにより実施している市税に係る減免措置について、原則廃止に向けて検討し、関係
規定の整備を行った。（取組②） 

・市税の減免措置状況とともに見直しの基本的な考え方等を示した素案を公表し、パブリックコメント
を実施のうえ、大阪市市税条例を改正した。（取組①②） 

・また、大阪市市税条例施行規則の改正案の「意見公募」制度を実施のうえ、大阪市市税条例施行規則
を改正した。（取組②） 

【平成 25 年度】 
・１年継続分となった減免措置について、そのあり方を検討し、大阪市市税条例施行規則の改正案の「意

見公募」制度を実施のうえ、大阪市市税条例施行規則を改正した。（取組②） 
【平成 26 年度】 

・平成 25 年度分の市税の減免措置について、減免の目的、減免を受けた者の名称及び減免額等を公表し
た。（取組①） 

＜使用料等＞ 
・「行政財産目的外使用許可等、普通財産貸付けにおける減免状況の公表に関する指針」（平成 24 年 10
月策定）を策定し、これに基づいて減免状況を公表した。（取組①） 

・「減免見直しチェックシート」を設定し、これを活用して事業主管局が本市事務事業との関連性等を
再点検・公表することなどにより、減免措置の必要性が明確でなくなったもの等について見直しを実
施した。（取組①②） 

・再点検した内容をもとに、減免見直しの基本的な考え方を整理し、事業単位ごとに今後の取扱方針等
を決定するとともに、「行政財産使用許可等・普通財産貸付けをする場合の減免基準」に反映させた。
（取組②） 

【取組の実施状況】＜市税＞取組①：Ａ、取組②：Ａ  ＜使用料等＞取組①：Ａ、取組②：Ａ 
 
□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分

平成 24 年度 
減免措置状況を公表 
 
平成 25 年度 
減免の廃止や最適化を本格
的に実施（契約等の次回更
新時までに完了） 

<市税> 
【平成 24 年度実績】 

・減免措置状況を公表 
・市税の減免措置の見直しを実施 

(減免項目 88 件中、廃止 60 件、基準見直し８件) 
【平成 25 年度実績】 

・減免措置の適用(平成 25 年度分のみ)を行いながら、検討する
としていた一部の減免措置について、見直しを実施 

（廃止１件、基準等見直し３件） 
【平成 26 年度実績】 

・平成 25 年度分の市税の減免措置について、減免の目的、減免
を受けた者の名称及び減免額等を公表 

<使用料等> 
【平成 24 年度】  

137 件（減免廃止 128 件、減免最適化８件、訴訟中１件） 
【平成 25 年度】  

61 件（減免廃止 59 件、減免率見直し２件） 
【平成 26 年度】  

81 件（減免廃止 72 件、減免率見直し９件） 

① 

 
□ 課題と今後の方向性 
＜市税＞ 

・今回の見直しにおいて継続となった減免措置について、社会情勢の変化等に応じて継続の要否につい
て検討していく。 

＜使用料等＞ 
・今回の見直しにおいて継続となった減免措置についても、社会情勢の変化等に応じて見直しを検討し

ていく。（取組②） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(3) 

ウ 

隠れた支援や見えにくい支援の排除 

外郭団体との競争性のない随意契約の見直し 

＜取組所管＞ 

・取組：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・外郭団体との競争性のない随意契約に関し、事業の内容を精査した結果、事業の廃止や競争入札の

導入を進め、目標を上回る実績を上げることができた。 

・残る随意契約についても、外郭団体への支援といった誤解を招くことがないよう、具体的な理由等

を検証し、その結果を公表することで、契約の透明性を高めることができた。 

 

□ ３年間の取組状況 

・「外郭団体への競争性のない随意契約による事業委託の見直しについて」に基づき、事業の廃止や競

争入札の導入を進めた。 

・外郭団体と随意契約を行う必要がある場合は、外部有識者からなる外郭団体評価委員会で、その具

体的な理由等を検証し、その結果を公表した。 

【取組の実施状況】Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

外郭団体との競争性のない随意契約の平成

26 年度の決算額について、対平成 22 年度決

算額（321億円）比 80％以上の減 

平成 26年度  88.8％の減 

（平成 26年度決算額  36億円） ①  

外郭団体との競争性のない随意契約に関す

る見直し状況を評価できると認める市民の

割合 

平成 26年度までに 60％以上 

平成 26年度  64.7% 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・今後とも外郭団体への支援といった誤解を招くことがないよう、外郭団体との競争性のない随意

契約については、その具体的な理由等を検証し、見直しを行っていく。 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(4) 
ア 

施策・事業の聖域なきゼロベースの見直しと再構築 
施策・事業の聖域なきゼロベースの見直しと再構築 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 
□ ３年間の取組と成果の総括 

・施策や事業について、聖域を設けることなくゼロベースで点検・精査を行った結果に基づき見直し
を進めたほか、各所属による自律的な見直しを行い、その内容を概ね予算に反映させた。 

 
□ ３年間の取組状況 

・市政改革プロジェクトチームにおいて、平成 23年度予算における一般会計の一般財源ベースで１億
円以上の施策や事業について、「点検・精査の視点」及び「施策・事業の水準等についての基本的な
考え方」に基づき見直しを実施。区割り案の絞り込み後でなければ具体的な廃止・縮小施設を特定
できない市民利用施設を除き、市政改革プランに掲げた見直し内容を予算に概ね反映させた。（取組
①） 

・同様に、１億円未満の施策・事業についても、各所属において見直しを実施し、市政改革プランに
掲げた見直し内容を予算に反映させた。（取組②） 

・さらに、予算編成時にマイナスシーリングを設定するなど、各所属の自律的な見直しを促進した。
（取組①③） 

・予算案の公表に合わせ取組内容をとりまとめ、公表した。（取組①②③） 

【取組の実施状況】取組①：Ｂ、取組②：Ａ、取組③：Ａ 
 
□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

<取組①の成果目標> 
平成 23 年度予算における一般会計の一般財
源ベースで 1億円以上の施策や事業に関する
取組（アクションプラン編別冊 5頁～116頁）
による見直し（削減効果額） 

平成 24年度 ▲ 31億 2,300 万円 
平成 25年度 ▲137億 2,800 万円 
平成 26年度 ▲226億 1,000 万円 

 
平成 23 年度予算における一般会計の一般財
源ベースで１億円以上の施策や事業に関す
る取組（アクションプラン編別冊５頁～116
頁）による見直し（削減効果額） 

平成 24年度 ▲ 31億 2,300 万円 
平成 25年度 ▲136億 4,200 万円 
平成 26年度 ▲211億 1,800 万円 

別途、一般会計の一般財源ベースで１億円以
上の施策や事業に関する各所属による自律
的な見直し（削減効果額） 

平成 25年度 ▲ 16億 6,400 万円 
平成 26年度 ▲ 33億 5,800 万円 

① 

<取組②の成果目標> 
平成 23 年度予算における一般会計の一般財
源ベースで 1億円未満の施策や事業のうち各
所属での独自の取組（アクションプラン編別
冊 117頁）による見直し（削減効果額） 

平成 24年度 ▲  600 万円 
平成 25年度 ▲2,900 万円 
平成 26年度 ▲7,900 万円 

※別途、社会福祉施設に対する上下水道使用
料等の減免を廃止（平成 25年度 ▲3億 700
万円、平成 26 年度以降 ▲6 億 1,500万円） 

 
平成 23 年度予算における一般会計の一般財
源ベースで１億円未満の施策や事業のうち
各所属での独自の取組（アクションプラン編
別冊 117 頁）による見直し（削減効果額） 
平成 24年度 ▲      600万円 
平成 25年度 ▲    6,800万円 
平成 26年度 ▲2億 4,500万円 

※別途、社会福祉施設に対する上下水道使用
料等の減免を廃止（平成 25年度 ▲3億 700
万円、平成 26 年度以降 ▲6 億 1,500万円） 

① 

 
□ 課題と今後の方向性 

・見直し時期を延期した市民利用施設の廃止・縮小のほか、平成 26年度までに見直しが完了していな
いその他の施策・事業について、市政改革プランの方針に沿って引き続き見直しに取り組む。（取組
①③） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(4) 

イ 

施策・事業の聖域なきゼロベースの見直しと再構築 

補助金等の見直し 

＜取組所管＞ 

・取組①②：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・「補助金等の見直し調整方針」に基づき、団体運営補助及び施設運営補助等の見直しや各所属の自律

的な見直しを行い、補助金等を削減した。 

 

□ ３年間の取組状況 

・団体運営補助の原則廃止や施設運営補助の原則補助率上限１/２の徹底などを示した「補助金等の見

直し調整方針」に基づき、市政改革プランに掲げた団体運営補助及び施設運営補助等の各項目につ

いて見直しを実施し、予算に概ね反映させた。（取組①） 

・同様に、上記以外の補助金等についても、各所属において見直しを実施し、見直し内容を予算に反

映させた。（取組②） 

・予算案の公表に合わせ取組内容をとりまとめ、公表した。（取組①②） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

<取組①の成果目標> 

団体運営補助及び施設運営補助等（アクショ

ンプラン編別冊 119頁～129 頁）の見直し（削

減効果額） 

平成 24年度 ▲1億 9,200万円 

平成 25年度 ▲3億 5,200万円 

平成 26年度 ▲3億 9,200万円 

 

※ただし、「３-(4)-ア 施策・事業の聖域な

きゼロベースの見直しと再構築」との重複

を除く。 

 

団体運営補助及び施設運営補助等（アクショ

ンプラン編別冊 119頁～129 頁）の見直し（削

減効果額） 

平成 24年度 ▲1億 9,200万円 

平成 25年度 ▲3億 5,400万円 

平成 26年度 ▲3億 8,700万円 

 

別途、その他の補助金等の見直し（削減効果

額） 

平成 24年度 ▲3億 2,900万円 

平成 25年度 ▲6億 4,700万円 

平成 26年度 ▲7億 8,700万円 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・引き続き、「補助金等の見直し調整方針」に基づき、エンドユーザーである市民の視点から有効性・

妥当性、特定の団体の既得権になっていないかの検証を行うなど、社会情勢の変化を踏まえた見直

しを進める。（取組①②） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(4) 

ウ 

施策・事業の聖域なきゼロベースの見直しと再構築 

指定管理者制度の見直し 

＜取組所管＞ 

・取組：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・経済性にも重きを置きつつ競争性の向上を図るとともに、事業者からの積極的かつ柔軟な発想によ

る提案を受けるため、ガイドラインの改正を行い、平成 25 年度・26 年度に選定を実施したすべて

の施設において改正ガイドラインを適用し、応募に関する参入障壁の排除や競争性向上を図った。 

 

□ ３年間の取組状況 

・平成 24 年３月に経済性にも重きを置いた配点に変更したガイドラインを、平成 24 年度に選定した

すべての施設において適用するとともに、以下の取組を試行実施した。 

・募集期間の拡充（２か月程度）実施 

・契約管財局による選定委員会委員選任の一括実施 

上記の取組に加え、制度に関する情報の共有化や募集要項等の表現の統一化のため 

・契約管財局による指定管理者の募集要項の事前確認と調整 

・全庁的な情報共有のための「指定管理者制度事務連絡調整会議」の設置・開催 

を実施した。 

・平成 24 年に試行実施した取組の効果をふまえ、競争性の向上を図るとともに、一層の公募条件の工

夫等が行えるよう、以下の点について、平成 25 年３月にガイドラインを改正し、平成 25 年度以降

に選定を実施したすべての施設（196施設）において適用した。 

・原則募集期間の延長（５週間 → ２か月程度） 

・本市が応募者に対して求める基本的な業務の水準や具体の業務内容等について、募集時の資料

等で明確にするとともに、施設設置の政策目的や目標、成果等の明記 

・経営や雇用の安定化等を目的として、原則的な指定期間を４年から５年に延長 

・応募者から、積極的かつ柔軟な発想による業務の提案を受けられるよう、自主事業等について

規定 

・選定基準の配点幅の再度の見直し 

・応募者が少ない場合の原因調査の規定 

※選定会議等の委員については、効率的な事務執行を図るため、契約管財局による一括実施か

ら委員構成を契約管財局と施設所管所属との間で協議のうえ所属で選任する方式に再構築 

【取組の実施状況】Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

改正ガイドラインの全ての対象施設への適

用（平成 24 年度選定作業予定 約 40施設） 

改正ガイドラインを全ての対象施設に適用 
① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・今後も引き続き改正ガイドラインの全施設での適用に取り組むとともに、多数の事業者の応募が可

能となるよう、また、一層の民間事業者のノウハウが活用されるよう事業者へのヒアリング実施な

どによる課題の把握や解消に努めるなど、ガイドラインの取組を徹底し、より一層の競争性の向上

を図る。 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26 年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(4) 
エ 

施策・事業の聖域なきゼロベースの見直しと再構築 
幼稚園・保育所の民営化 

＜取組所管＞ 

・取組：局・室 

 
 
□ ３年間の取組と成果の総括 

＜幼稚園の民営化＞ 
市立幼稚園については、区長が地域状況等を踏まえて精査したうえで、民営化計画案を策定し、計
画案に示した第１期着手予定 19 園のうち４園の廃園・１園の民間移管が決定した。 

＜保育所の民営化＞ 
公立保育所については、民間移管に向けて整備計画を策定し、平成 25・26 年度着手とした対象保育
所 16 か所のうち 13 か所の民間移管・１か所の休止が決定した。また、児童等への影響を最小限に
抑えるため引継ぎ・共同保育などの各種取組みを行ったことで、民間移管を円滑に実施することが
できた。 

 
□ ３年間の取組状況 

＜幼稚園の民営化＞ 
・平成 25 年２月に「市立幼稚園民営化計画（案）の基本的な考え方」をとりまとめ公表した。 
・各区及び市において、幼稚園関係者協議会を開催した。 
・平成 25 年８月に「市立幼稚園民営化計画（案）」を公表した。 
・「市立幼稚園民営化計画（案）」に示した 19 園について、平成 25 年 11 月に市立幼稚園民営化に伴

う「大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案」を市会に上程（５園可決）。 
・平成 26 年４月に「民営化計画の見直し（案）」を公表し、前回否決となった 14 園について同年５

月に条例案を市会に上程（否決）。 

＜保育所の民営化＞ 
・公立保育所の民間移管等に向け平成 25 年４月に「公立保育所新再編整備計画」を作成し、民間移

管の手法等を定めた。 
・上記計画に基づき、公立保育所の民間移管等に着手した。 
・移管先法人決定後、引継ぎ及び共同保育などの各種取組を実施した。 

【取組の実施状況】＜幼稚園の民営化＞Ｂ  ＜保育所の民営化＞Ａ 
 
□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分

セーフティネットとして必要な保育
所を除く、幼稚園・保育所の民営化 

<幼稚園> 
民営化計画案に示した第１期着手予定 19 園のうち 
・廃園 ４園 

(平成 26 年度末１園、平成 27 年度末３園) 
・民間移管 １園 

(平成 28 年度) 

② 

<保育所> 
平成 25、26 年度に着手した 16 か所のうち 
・民間移管 13 か所 

(平成 27 年度 10 か所、平成 28 年度３か所) 
・休止 １か所 

(平成 27 年度末) 

① 

 
□ 課題と今後の方向性 

＜幼稚園の民営化＞ 
・今後、幼保連携型認定こども園としての民間移管など待機児童の解消も視野に入れ、市立幼稚園
民営化の進め方について方針を示す。 

＜保育所の民営化＞ 
・より優良な実績のある多くの法人の応募を促す必要があることから、平成 27年度より従来社会福

祉法人のみとしていた応募資格について株式会社等も対象とするとともに、近畿２府４県として
いた応募エリアについて拡大を行う予定。 

  

-158-



３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(5) 公共事業の見直し ＜取組所管＞ 

・取組①②：局・室 

 

 
□ ３年間の取組と成果の総括 

・長期にわたって未着手となっている道路、公園・緑地の都市計画の見直しに取り組んだことにより、
新たな都市基盤施設の整備に関する事業の更なる選択と集中につながった。 

・既存の都市基盤施設について、施設の長寿命化の視点も踏まえた維持管理計画の策定に取り組んだ
ことにより、戦略的な維持管理の実践が可能となった。 

 
□ ３年間の取組状況 

・長期にわたって事業に未着手となっている道路、公園・緑地の都市計画について、将来の必要性な
どを再検討し、廃止も含めた見直しを実施した。（取組①） 

・大阪府の河川整備計画の見直し（今後概ね 30年間でめざすべき河川整備水準の目標を設定）に対応
して、同計画に基づく本市の河川事業の見直しを実施した。（取組①） 

・都市基盤施設ごとに予防保全の観点を重視した維持管理計画を策定した。（取組②） 

【取組の実施状況】取組①：道路 Ａ、公園・緑地 Ａ、治水対策 Ａ  取組②：Ａ 
 
□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

新たな都市基盤施設の
整備の選択と集中及び
既存の都市基盤施設の
戦略的な維持管理（取
組完了時に効果を明
示） 

・都市計画道路のうち 24 路線、延長約 34 ㎞（事業費約 4,100 億
円）を廃止した。 

・都市計画公園・緑地のうち 35 箇所において区域変更および廃止
を行い、面積約 74ha（事業費約 3,680億円）を廃止した。 

・河川事業の見直しを実施した。（城北川改修事業全体事業費 579
億円を 506億円に見直し（約 13％の削減効果）） 

・都市基盤施設ごとに予防保全の観点を重視した維持管理計画を
策定した。 

＜河川の維持管理＞ 
・河川管理施設について、30 年間で約 170 億円（約 20％）の削減
効果（試算） 

＜公園施設の維持管理＞ 
・公園施設（遊具・防球柵・パーゴラ類）について、10 年間で約

21 億円（約７％）の削減効果（試算） 
＜下水道の維持管理＞ 
・下水管きょについて、50 年間で約 1,500 億円（約 25％）の削
減効果（試算） 

＜港湾施設の維持管理＞ 
・港湾施設全 610 施設の維持管理計画を策定した。 
・大規模な補修を伴う２施設について、予防保全計画を策定し、

50 年間で 91 億円（約 79％）の削減効果（試算） 
＜海岸保全施設の維持管理＞ 
・堤防の耐震対策・破堤防止対策を実施する堤防整備計画（10年）

を策定 

① 

 
□ 課題と今後の方向性 

・道路、公園・緑地の都市計画についての廃止を含めた見直しや、都市基盤施設ごとの維持管理計画
を策定など、必要事業費の精査に取り組んできたが、既存公共施設等は、今後、老朽化の進行によ
り、一斉に更新時期を迎え、維持管理や更新にかかる費用の増大が見込まれる。 

・継続的な事業や新規事業について、引き続き事業の選択と集中を徹底するとともに、公共施設等の
戦略的な維持管理を行うことにより、ライフサイクルコストの抑制に努め、全市的な財政負担の平
準化を図る。（取組①、②） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(6) 市民利用施設のあり方の検討 ＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・施設の性格に応じた３つの区分に従って、施設の廃止・転用や機能統合などに取り組んだことによ

り、市民ニーズに応じた利用や施設配置の実現に繋がった。 

 

□ ３年間の取組状況 

・「局及び市改革プロジェクトチームにおいて検討する施設」について、各所属が策定した実施計画を

とりまとめ、公表した（平成 25 年２月）。（取組①） 

・実施計画の進捗状況を把握・点検し、実施計画に沿った見直し内容を平成 26・27 年度予算に反映し

た（予算反映額：各年度約２億円）。（取組①） 

・平成 25 年度末時点及び平成 27年２月時点の実施計画の推進状況をとりまとめ、公表した（平成 26

年４月、平成 27年２月）。（取組①） 

・「区長が区の特性に応じて検討する施設」について、施設の利用状況等のデータを区長会議に提供す

る（平成 24年９月、25 年２月、25年９月、26年２月）など、区長による見直し案の作成の支援を

行ったが、区割り案の絞り込み後でなければ廃止・縮小施設を特定できないため、見直しが延期さ

れてきた。（取組②） 

・「体育館、大阪プール、文化施設等」について、府市統合本部において、基本的方向性を取りまとめ

る（平成 24年６月）とともに、基本的方向性に基づく工程表を公表し、取組を精査した。（平成 24

年９月、25年２月、25年８月）（取組③） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ｂ、 取組③：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

市民ニーズに応じた利用や施設配置の実現

（個別実施計画の策定時に効果を明示） 

「局及び市改革プロジェクトチームにおい

て検討する施設」については、策定した実施

計画に基づき、廃止・転用や機能統合のほか、

収支均衡に向けた取組を行い、予定していた

約２億円の維持管理費の削減を行った。 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・「区長が区の特性に応じて検討する施設」については、区割りの議論の動向を踏まえて、廃止・縮小

に向けた検討を進める。 

・「体育館、大阪プール、文化施設等」については、引き続き、基本的方向性の実現に向けて、それぞ

れの工程表に基づき取組を進める。 

  

-160-



３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(7) 外郭団体の必要性の精査 ＜取組所管＞ 

・取組①②：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・「外郭団体見直しの方向性について」に基づき、「外郭団体関与・監理見直し計画」を取りまとめ、

外郭団体に対する本市の関与の見直しを進めた。 

・「大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例」を制定し、外郭団体に対する本市の関与

を明確にし、適正な監理を行った。 

 

□ ３年間の取組状況 

・「外郭団体見直しの方向性について」に基づき、各団体の見直しの方向性に沿って、団体毎に本市の

関与を見直す取組みを具体的に示した「外郭団体関与・監理見直し計画」を取りまとめ、外郭団体

に対する本市の関与の見直しを進めた。（取組①） 

・外郭団体などに対する本市の関与を明確にし、適正な監理を図るため、平成 25 年 3 月に「大阪市外

郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例」を制定した。（取組②） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

外郭団体数について、平成 26 年度までに平

成 23年度の団体数（72団体）と比較して 70％

以上の減 

平成 26年度 55.6％の減 

（平成 26年度末 32団体） ② 

外郭団体の見直し状況を評価できると認め

る市民の割合 

平成 26年度までに 60％以上 

平成 26年度 64.6% 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・本市が関与を見直すことについて、他の出資・出えん者などの関係者から了承を得るのに時間がか

かるなど計画どおりの見直しが進まなかった。（取組①） 

・「外郭団体関与・監理見直し計画（更新版）」（平成 27 年２月公表）に沿って、見直しを進める。 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(8) 

ア 

人事・給与制度の改革 

人事制度改革 

＜取組所管＞ 

・取組①～⑥：局・室 

 
 
□ ３年間の取組と成果の総括 

・人事・給与制度改革については、「市政改革プラン」に基づき、着実に取組みを進めており、今後と

も大阪市にふさわしい大都市制度の実現に取り組む。（取組①②④⑤⑥） 

・平成 24 年度より事務行政（22-25）等採用試験において、教養試験を廃止し、エントリーシート方

式を導入し、試験実施の早期化を行った結果、優秀な人材を確保することができた（取組③） 
 
□ ３年間の取組状況 

・平成 27 年４月１日現在の職員数は、31,747 人であり、平成 23 年 10 月１日より 6,152 人の削減を

行った。（取組①） 

社会人経験者については、平成 25・26・27 年の各４月１日付けでそれぞれ 101 名（事務 71 名、福

祉 30 名）、65 名（事務 47名、福祉 18 名）、68 名（事務 53 名、福祉 15名）を採用した。また、区

長については公募を実施のうえ平成 24 年８月及び９月に 24名を任命するとともに、所属長（局長）

についても公募を実施のうえ平成 25年４月に４名、平成 25年６月に１名、平成 26 年４月に３名、

平成 27年４月に３名を任命した。 

なお、公募人材による不祥事や任期途中の退職などの事案等を踏まえ、１年ごとに適格性の審査を

行うとともに、選考方法については、これまでの書類選考、面接選考に加え、新たに筆記（論文）

試験・適性検査等を実施することとした。（取組②） 

・優秀な人材を確保するため、平成 24 年度より事務行政（22-25）等採用試験において、教養試験を

廃止し、エントリーシート方式を導入した。また、民間企業の就職スケジュールに合わせ、試験実

施を６月下旬から５月上旬へ早期化を行った。（取組③） 

府市連携を進めることでさらに行政効果が高まると思われる分野を中心に、大阪府との人事交流を

推進し、平成 24 年度に 61 名、平成 25 年度に 75 名、平成 26 年度に 76 名の人事交流を実施した。

（取組④） 

効率的な公務の執行を確保し、市民から信頼される市政を実現するため、職員の基本的な事項を定

めた「大阪市職員基本条例」を平成 24 年６月施行した。（取組⑤） 

・平成 24 年度から新たな目標管理制度を実施し、平成 25 年から相対評価による新たな人事評価制度

を本格実施した。昇任制度の改善については、平成 24 年度から３級昇任選考における所属長推薦の

廃止、部長昇任に際しての外部人材による面接、課長昇任に際しての「課長昇任前アセスメント研

修」の導入、係長昇任に際しての内部職員による面接を、それぞれ導入した。休暇制度の見直しに

ついては、病気休暇を含めた各種休暇、職務免除等を平成 25年４月１日付けで改正した。（取組⑥） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ、取組④：Ａ、取組⑤：Ａ、取組⑥：Ａ 
 
□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

大阪府との間で整合性のとれた人事制度の

構築 

プランの取組どおり着実に推進している。 
① 

 
□ 課題と今後の方向性 

・今後も、適正な組織管理や人事管理を着実に推進し、引き続きスリムで効率的な業務執行体制とし

ながら、大阪府と整合性のとれた制度構築に向けた取組を進める。（取組①②④⑤⑥） 

・採用者の検証を行ったところ、優秀な人材を確保できているという結果であったので、平成 27 年度

以降も引き続き実施する。（取組③） 

・試験の早期化については、国や経団連の就職のための採用選考の後ろ倒しの方針にのっとり、平成

27 年度は５月上旬実施から６月上旬実施に行うことに改めた。（取組③） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(8) 

イ 

人事・給与制度の改革 

給与制度改革 

＜取組所管＞ 

・取組①～④：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

幹部職員への「定額制」の導入や、役職間の給料月額の「重なり」幅の縮減などの取組を実施した

ことにより、大阪府との間で整合性を考慮し、改革をより進化させた給与制度が構築された。 

 

□ ３年間の取組状況 

【平成 24年８月実施】 

・幹部職員への「定額制」の導入（取組①） 

・役職間の給料月額の「重なり」幅の縮減（取組②） 

・住居手当の見直し（取組③） 

・技能労務職員の給与水準の見直し（取組④） 

【平成 25年４月実施】 

旅費制度の見直し（取組③） 

【平成 27年４月実施】 

保育士等の給与水準の見直し（取組④） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ、取組④：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

大阪府との間で整合性を考慮し、改革をより

進化させた給与制度の構築 

幹部職員への「定額制」の導入や、役職間の

給料月額の「重なり」幅の縮減など、市政改

革プランに記載した全ての取組を実施した。 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

― 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(9) 

ア 

職員づくり、人材マネジメント 

改革を担う職員づくり 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：区 

・取組④～⑧：局・室 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・成果目標の達成には至らなかったものの、「職員づくり」に関する基本方針を策定し、職員が前向き

で主体性・チャレンジ意識を持つとともに、気づきを促進するために、職員の意識調査や区長表彰、

職場改善運動のほか、研修をはじめ市民満足を高めるための各種取組を進めることができた。 

・職員が前向きで主体性・チャレンジ意識を持つとともに、職員の気づきを促進するために、新たに

企画・発想力向上研修等を実施した。また、職員提案制度の活性化を図ったことで、職員の企画立

案力や市政運営への参加意識は高まっているが、成果目標の達成には至らなかった。 

 

□ ３年間の取組状況 

・海外研修をより活性化するため、大学教授の指導のもと他の団体職員も参加する全国市町村国際文

化研修所主催の海外研修に、人事評価の優秀な職員を平成 26年度から派遣した。（取組④） 

・職員が政策的な提案ができる制度として「提案たまご育てる制度」があったが、「職員提案制度」と

類似しており、分かりやすい制度にするために、平成 25 年度に制度を一本化して活性化を図った。

（取組⑤） 

・区長及び所属長（局長）の公募を実施した（平成 24 年度以降、区長 24名、所属長（局長）11名を

任命）。また、自ら勤務部署を希望することができるＦＡ制度を新たに導入し、庁内公募の充実を図

った。（取組⑥） 

・平成 25 年度から事業企画担当職員を対象とした「企画・発想力向上研修」「政策立案力向上研修」

を実施した。（取組⑦） 

・平成 24年度から平成 26年度にかけて、ポジティブ・アプローチ手法の研修をはじめ、ポジティブ・

アプローチ手法を活用したダイアログの実践モデルの提示やダイアログ研修を実施した。（取組⑧） 

※取組①～③については、次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ 24区、取組②：Ａ 24 区、取組③：Ａ 22区・Ｂ 1区・Ｃ 1区、 

取組④：Ａ、取組⑤：Ａ、取組⑥：Ａ、取組⑦：Ａ、取組⑧：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

仕事にやりがいを感じている・ある程度感じ

ている職員の割合 

 

平成 26年度までに 90％以上 

平成 26年度 区職員平均  77.2％ 

（各区内訳） 

60％台   3区 

70％台 14区 

80％台  7区 

 

平成 26年度 市職員平均  80.1％ 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・これまでの新たな取組は、一定の成果が出ているものの十分とは言えず、引き続き改革を進めてい

く必要があり、職員の気づきを促進し、職員が前向きで主体性・チャレンジ意識を持つための人材

育成の取組を推進する。（取組④⑤⑦） 

・職員間の対話を促進するため、引き続き、ダイアログ研修等のサポートを実施する。（取組⑧） 

※取組①～③については、次ページ（各区の状況）を参照。 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(9) 

イ 

職員づくり、人材マネジメント 

改革を支える人材マネジメントの推進 

＜取組所管＞ 

・取組①②：区 

・取組③～⑥：局・室 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・「人材マネジメント」に関する基本方針を策定し、職員の士気や組織パフォーマンスの向上に向け、

各種研修の実施や適切に人事評価制度を運用すること等により、組織風土の改善につなげ、成果目

標を概ね達成することができた。 

・職員間での仕事のめざすべき方向性や目標の明確化・共有化を通じて、実効性のある「人材育成行

動計画」を策定できるように人材育成担当者研修を実施するなど、職員の士気や組織パフォーマン

スの向上に向けた人材マネジメントを推進した。また「元気アップ運動」や「はなまる活動表彰制

度」により、改善の取組や職場活性化に関する自主的・自発的な取組を支援してきたことで、職員

どうしの協力・連携が図られたと考えられる。 

 
□ ３年間の取組状況 

・各所属の人材育成担当者が自所属（職場）の現状を把握し、今後の人材育成に関する課題を反映し

た「人材育成行動計画」を策定することができるよう、人材育成担当者研修を実施し、フォロー研

修も実施した。（取組③） 

・職員の自主的・自発的な取組及び地域におけるボランティア活動等を奨励する「はなまる活動表彰

制度」において、所属から推薦のあった事例を市長表彰した。【平成 26 年度 21件、平成 25年度 22

件、平成 24 年度 19件】（取組④） 

・職員の自主的・自発的な創意工夫を促す職場改善運動を通じて、職場の風土改革を進める「元気ア

ップ運動」において、各年、職員の代表による投票の上位５件を市長表彰した。（取組④） 

・相対評価による新たな人事考課制度について、平成 24 年度に試行実施し、平成 25 年度から本格実

施した。（取組⑤） 

・平成 24年度から平成 26年度にかけて、ポジティブ・アプローチ手法の研修をはじめ、ポジティブ・

アプローチ手法を活用したダイアログの実践モデルの提示やダイアログ研修を実施した。（取組⑥） 

※取組①②については、次ページ（各区の状況）を参照。 

【取組の実施状況】取組①：Ａ24区、取組②：Ａ24区、 

取組③：Ａ、取組④：Ａ、取組⑤：Ａ、取組⑥：Ａ 

 
□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

効果・効率的に業務を進めるため職員どうし

の協力・連携がとれている職場である・どち

らかといえばそうであると感じている職員

の割合 

 

平成 26年度までに 80％以上 

平成 26年度 区職員平均  77.3％ 

（各区内訳） 

60％台   3区 

70％台 12区 

80％台  9区 

 

平成 26年度 市職員平均  78.6％ 

① 

 
□ 課題と今後の方向性 

・成果目標は概ね達成できたが、市民から信頼される自律的な職員と組織風土を定着させるために、

職員の士気や組織パフォーマンスの向上に向けた人材育成の取組を引き続き推進する必要がある。

（取組③④） 

職員間の対話を促進するため、引き続き、ダイアログ研修等のサポートを実施する。（取組⑥） 

※取組①②については、次ページ（各区の状況）を参照。 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(10) 

ア 

良きガバナンスの実現 

説明責任と透明性の確保 ～オープン市役所～ 

＜取組所管＞ 

・取組①～④：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・下記実績欄のとおり、高い水準を保っていることから、施策や事務事業の実施・変更等について、

意思決定のプロセスや事務事業の内容、公金の使途、流れ等を見える化する「オープン市役所」に

取り組んだことにより、市民に対する説明責任を果たし、市政運営の透明性を図ることができた。 

 

□ ３年間の取組状況 

次の４つの柱からなる「オープン市役所」に取り組んだ。 

＜「施策プロセス」の見える化＞ 

・「施策プロセスの見える化（施策カルテ）」については、平成 24年４月からの試行実施を経て、平成

25 年３月には、各所属において選定を行った施策について、見える化を図った。また、平成 26 年

６月からは、市政運営の基本方針に基づき重点的に進めている施策については全て、施策カルテを

作成することとし、主要施策について、その発端から決定・実行までのプロセスを公表している。

（取組①） 

＜「市民の声」の見える化＞ 

・「市民の声の見える化」については、平成 24年 10月から本格運用を開始し、原則として全件公表し

ている。（取組②） 

＜予算編成過程の公表＞ 

・予算要求状況と事業概要を明らかにする「予算事業一覧」及び「事業概要説明資料」を予算要求段

階から公表するなど、予算編成過程を公開した。（取組③） 

＜公金支出情報の公表＞ 

・前月の公金支出情報を平成 25 年 8 月からホームページに掲載を開始し、毎月公表している。（取組

④） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ、取組④：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

市がどのように施策・事業を決めているのか

が分かりやすいと思う市民の割合 

 

平成 26年度までに 80％ 

平成 26年度 69.2％ 

 

（参考） 

平成 24年度 71.6％ 

平成 25年度 69.8％ 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・今後も「オープン市役所」の取組について、引き続き安定的に運用するとともに、様々な機会を捉

えて市民周知を図るとともに、さらなる見やすさ、使いやすさなどの向上に取り組んでいく。 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(10) 

イ 

良きガバナンスの実現 

効果的な情報発信 

＜取組所管＞ 

・取組①②：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・各所属の広報を一元化し、経費面での効率性を高めるとともに、研修等を通じた支援を行うことで

区役所の情報発信機能を強化することにより、効果的・効率的な情報発信を行うことができた。 

 

□ ３年間の取組状況 

・平成 24 年４月に「広報事務の推進に関する要綱」を制定し、各所属の広報事務全件について予算精

査や執行前点検を通じてＰＤＣＡサイクルの徹底を指導するとともに、限られた予算の範囲内で、

市長会見バックボードや映画タイアップポスターを活用するなど、効率的・効果的な情報発信を行

うための様々な取組を行った。（取組①） 

・区役所からの情報発信の強化を図るため、区広報紙への市政だよりの統合や区トップページの全面

的な改修のほか、区役所職員を対象として広報マインド・スキルの向上のための各種研修を計画的

に実施するなど様々な取組を行った。（取組②） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

<取組①の成果目標> 

各所属の広報関係予算（印刷物作成予算を含

む）を、平成 23年度と比較し、平成 25 年度

までの２年間で 50％以上削減 

 

平成 25 年度広報関係予算の削減率（平成 23

年度比） ▲67.5％ 

 

（参考） 

平成 26 年度広報関係予算の削減率（平成 23

年度比） ▲76.7％ 

① 

<取組②の成果目標> 

区役所からの情報発信により必要とする市

政情報を入手できていると感じている区民

の割合 

 

平成 25年度までに 80％ 

 

平成 25年度 77.5％ 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・平成 27年度も引き続き、各所属の広報事務全件についてＰＤＣＡサイクルの徹底を指導するととも

に、限られた予算の範囲内で効率的・効果的な情報発信を行うための様々な取組を行う。（取組①） 

・平成 27年度も引き続き、区役所からの情報発信の強化を図るための支援や研修など様々な取組を行

う。（取組②） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(10) 

ウ 

良きガバナンスの実現 

業務フローの最適化 

＜取組所管＞ 

・取組①②：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・業務フローの最適化に取り組んだことにより、最適化の対象となった業務についてムリ・ムダがな

く全体的に効率的になった。 

・また、業務フローの最適化の取組について、各区役所を訪問し説明会を実施したことにより、業務

の可視化や改善を検討する区役所職員の意識が向上した。 

 

□ ３年間の取組状況 

・平成 24 年度から、区役所職員からアンケートやヒアリングを通じ、毎年 20 項目程度の検討対象業

務を抽出し、各区役所の業務を可視化するためにフロー図を作成し、そのフロー図をもとに、効率

化できる作業工程を把握し、関係局とのヒアリングを経て、最適化フロー案を作成し実施した。（取

組①） 

・平成 24年度は、各区役所の担当係長会等で取組の手法や最適化された事例を周知し全庁での共有化

を図ることはもとより、最適化についての職員研修を実施した。 

・平成 25 年度は、説明会開催の希望があった 21 区役所において、説明会を開催した。また、各所属

において、今後、自律的に業務の最適化を実施できるよう、業務フロー図を簡単に作成するための

ツールを作成して提供するとともに、業務フロー最適化の３年間の取組を通じて蓄積した事例やノ

ウハウ等を盛り込んだ「業務フロー最適化プロジェクト報告書」をとりまとめ、全庁での共有化を

図った。（取組②） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

最適化の対象となった業務に従事している

区役所職員のうち、最適化によってムリ・ム

ダがなく全体的に効率的になったと評価す

る職員の割合 

 

平成 26年度までに 60％以上 

平成 25年度 76.4％ 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

― 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(10) 

エ 

良きガバナンスの実現 

事業コストの「見える化」 ～フルコスト管理～ 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・市民目線でわかりやすい財務会計制度として平成 27 年度から新たに導入する新公会計制度につい

て、平成 26年度までにシステム構築を行うとともに、職員が充分に理解し、各所属において正確な

財務諸表を作成することと、事務・事業マネジメントに自律的に活用できる人材を育成するための

研修をスケジュールどおり実施したことにより、事業コストの「見える化」に向けた取組は順調に

進んでいる。 

 

□ ３年間の取組状況 

・平成 24年度に作成したシステム改修要件書に基づき他システムとのデータ連携も考慮しつつ、シス

テム改修に取り組み、予定どおり平成 26年度に完了した。（取組①） 

・平成 24 年度に関係所属及び専門家との打合せにより策定した研修計画【1.0】を基に、平成 25年度

は順次各所属の総括推進者や推進者、新任係長を対象とした研修を実施した。また、研修後のアン

ケート結果や専門家からのアドバイスを参考に研修計画の見直しを行い、研修計画【2.0】を策定し、

平成 26年度はこの計画に基づき、より効果的に研修を実施した。（取組②） 

・平成 25年度には財務諸表活用検討ワーキングにおいて、各所属が検討した事業単位の内容検証を行

い、事業単位の設定に関する基本的な方針となる「事業区分の考え方」を作成した。平成 26年度に

は「事業区分の考え方」に基づき、財務諸表等の活用方法について検討を行い、活用のモデルケー

スを含め、「財務諸表等活用方策」の取りまとめを行い、総括推進者会議において各所属へ周知を行

った。（取組③） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

平成 26年度中のシステム構築 平成 26 年度中にシステム構築を完了した。

また、下半期に試行運用を実施したのち、平

成 27 年４月からシステムの本格的な運用を

開始している。 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

・本格運用後も新公会計制度に関する職員の知識やコスト意識の向上を図るため、引き続き研修を実

施していく。（取組②） 

・予算から決算の事務の流れの中で、財務諸表等をＰＤＣＡサイクルの構築などに活用できるよう、

「活用方策」の実践検証を行い、より完成度の高いものとしていく。（取組③） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(10) 

オ 

良きガバナンスの実現 

コンプライアンスの確保 

＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

コンプライアンス研修の実施や公益通報制度の着実な運用等により、成果目標を達成することがで

きたため、今後は、「業務を執行するに当たって、コンプライアンスを意識していない職員」をター

ゲットとして、より重点的、効果的に取組を進める必要がある。 

 

□ ３年間の取組状況 

公益通報の迅速な処理を行うため、平成 24 年度から公正職務審査委員会及び事務局である監察部の

体制を強化して２部会制（平成 24 年７月～）を導入・運用するとともに、平成 25 年度途中からは

委員会審議資料等を改善するなど、制度の実効性の向上に取り組んだ。また、内部監察における実

地調査をのべ 61所属に対して行った。（取組①） 

全職員を対象にコンプライアンス研修を実施し、意識の向上を図るとともに、各所属法規事務担当

者にリーガルサポーターズ制度について周知するなど、各種制度のより適切な運用を図った。なお、

内部監察制度は、平成 26 年 11 月に確立した新たな内部統制体制における取組に包含されることか

ら廃止した。（取組②） 

・平成 24 年３月に発足した大阪市服務規律刷新プロジェクトチーム会議について、平成 26 年度末ま

でに 15回開催し、服務規律の徹底を全市的に周知徹底したほか、各所属における風通しの良い職場

風土づくりの取組や不祥事削減に向けた重点取組を策定・実施することを確認し、各職場において

ミーティングなどを通じて情報共有を促進した。 

・また、平成 25 年７月～平成 26年６月の不祥事根絶の数値目標（学校園、交通局を除く）49 件以内

に対し、処分件数 41件となり、目標を達成することができた。（取組③） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

職場で自由に意見が言えると感じている職

員の割合 

 

平成 26年度までに 80％以上 

(平成 23 年度 71.2％) 

平成 26年度 82.6％ 

① 

 

□ 課題と今後の方向性 

通報件数が増加している中で、引き続き公益通報制度の実効性を確保するため、委員会における審

議の公正性を確保しつつ、更なる効率化に取り組む。（取組①） 

コンプライアンス研修について、全市一律の取組だけではなく、コンプライアンス・リスクが比較

的高い所属、部署においてその要因を明らかにし、各種制度とも連携した重点的な取組を行う必要

がある。（取組②） 

・この間の取組により、喫煙による処分件数の縮減など一定の成果が表れているが、なお不祥事が発

生している状況もあることから、平成 26 年８月～平成 27 年７月の不祥事根絶に向けた数値目標（学

校園、交通局を除く）を 46 件以内と設定するとともに、各職場実態に応じた重点的な取組として、

個別事案毎の取組（喫煙、マイカー通勤・通勤手当不正受給、欠勤）を策定し、目標の達成をめざ

している。（取組③） 
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３ ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営 

※「実績」欄の平成 26年度決算額は見込額。 
 
【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

(11) 機能不全を起こしている社会・行政システムの改革提言 ＜取組所管＞ 

・取組①～③：局・室 

 
 
□ ３年間の取組と成果の総括 

＜規制改革に向けた取組＞ 
・平成 26年３月に「大阪府市規制改革会議提言」を受けて以降、大阪府市の関係部局と連携しながら、

提言の具体化に向けて取り組んできた結果、国の規制改革会議の検討項目に取り上げられるなど規
制緩和に向けた動きにつながった。 

＜生活保護制度の抜本的改革に向けた取組＞ 
・生活保護制度については、自治体独自で取組可能な就労自立支援や不正受給対策等の適正化に積極
的に取り組むとともに、それらを通じて明らかになった現行制度の課題や問題点について、あらゆ
る機会を通じて国に対して要望・提案を行った。 

 
□ ３年間の取組状況 

＜規制改革に向けた取組＞ 
・平成 25 年２月、必要な規制改革と行政サービスの改善策を検討するため、大阪府市統合本部会議に

「規制・サービス改革部会」を設置した。 
・平成 25 年４月、事業者等に対して、事業展開や新たな分野にチャレンジするうえで、支障となって

いる規制や行政手続についての問題点や改善点を伺うため、アンケートを実施した。 
・平成 25 年６月、現在の規制や制度の点検を行い、成長戦略の推進と産業の活性化等に資するための

規制緩和及び制度の改善について調査審議していただくため、府市共同の附属機関として「大阪府
市規制改革会議」を設置した。その後、同会議は、７回開催され、平成 26年３月に「大阪府市規制
改革会議提言」をとりまとめ、知事・市長へ答申を行った。 

・提言の答申以降、大阪府・市は国の規制改革ホットラインへの提案（平成 26年８月）等国への働き
かけや府市の運用改善等提言の具体化に向けて取り組んできた。（取組①） 

＜生活保護制度の抜本的改革に向けた取組＞ 
・平成 24年７月：「『生活支援戦略』中間まとめ」に対する本市の見解を表明（取組③） 

「生活保護制度の抜本的改革にかかる提案」を厚生労働大臣に提出（取組②） 
・平成 24年 10 月：「『生活支援戦略』に関する主な論点（案）」に対する本市の見解を表明（取組③） 
・平成 24年 10 月：遺留金の事務処理に関する要望（取組①） 
・平成 25年３月：生活保護制度の見直し（案）について本市の見解を表明（取組③） 
・平成 26年４月：住宅扶助に関する要望（取組①） 
・平成 26年 10 月：遺留金処理に関する要望（取組①） 

【取組の実施状況】取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ 
 
□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

現在社会において機能不全を起こして
いる国の社会･行政システムの改善 

・国への働きかけや府市の運用改善等を行った。 
・平成 25 年 12 月には、本市が行ってきた提案・
要望内容が数多く盛り込まれた「生活保護法の
一部を改正する法律」が成立した（平成 26年７
月施行）。 

― 

 
□ 課題と今後の方向性 

＜規制改革に向けた取組＞ 
・事業者等が事業を展開する上で支障となっている規制や制度、行政手続きなど具体的問題点や改善
すべき事項について、引き続き提案を募集している。 

・新たな提案や国から回答があった場合は、府市の関係部局と連携し、改善に取り組んでいる。 
＜生活保護制度の抜本的改革に向けた取組＞ 
・これまでの本市の提案・要望が数多く盛り込まれた改正生活保護法が成立し、平成 26年７月から施

行されているが、引き続き生活保護適正化連絡会議での議論を踏まえ、明らかになった制度上の課
題や問題点について、国に対して提案・要望していく。 

 

-185-



  

 

-186-



 

 

第２ 項目ごとの取組と成果の総括 

 

 

４ ＰＤＣＡサイクルの推進 
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４ ＰＤＣＡサイクルの徹底 

【評価区分の凡例】 

〔取組の実施状況〕   Ａ：実施できた  Ｂ：一部に実施できない取組があった  Ｃ：実施できなかった 

〔成果目標の達成状況〕 ①：成果目標を概ね達成できた  ②：成果目標を達成できなかった 

 

 

ＰＤＣＡサイクルの徹底 ＜取組所管＞ 

・取組①～④：局・室 

 

 

□ ３年間の取組と成果の総括 

・施策目的の明確化、事業の有効性チェック等により、「施策の目的（成果－アウトカム）を意識して

事業や業務に取り組んでいる職員の割合」は平成 24 年度より 13.7％向上し、58.0％に高まった。

成果目標の 80％に到達していないものの、自己評価等の結果を、事業内容の改善等につなげており、

運営方針においてマネジメントサイクルの浸透は図られた。 

 

□ ３年間の取組状況 

・各所属の自己評価に対し、内部評価を６月に実施し、外部有識者による外部評価については、全局

について７～８月に実施し、９月に評価結果を公表した。９月以降、これらの評価結果を踏まえて

必要な改善・見直しを行い、次年度運営方針に反映させることを通じて、ＰＤＣＡマネジメントサ

イクルを推進した。（取組①） 

・運営方針における成果目標については、平成 24年度からＰＤＣＡマネジメントサイクルの中で数値

化を促した結果、９割以上の数値化が図られた。（取組②） 

・インターネット・アンケート・システムについては、平成 24年度から運用を開始し、継続実施した。

（取組③） 

・事業による施策目的の達成度等に応じて事業の廃止や再構築を行う撤退基準について、平成 24年４

月にルール化し、平成 24 年度運営方針からモデル試行し、平成 25 年度運営方針では原則的にすべ

ての事業に設定した。さらに平成 26 年度予算から予算要求対象事業に撤退基準を設定した。（取組

④） 

【取組の実施状況】 取組①：Ａ、取組②：Ａ、取組③：Ａ、取組④：Ａ 

 

□ 成果目標の達成状況 

目 標 実 績 評価区分 

施策目的の実現を意識して事業や業務に取

り組んでいる職員の割合 

平成 26年度までに 80％以上 

平成 26年度 58.0％ 

② 

 

□ 課題と今後の方向性 

・運営方針の自己評価、内部評価及び外部有識者による評価を活用するとともに、運営方針に掲げる

事業以外についても、目標設定・自己評価を実施する。（取組①） 

・ＰＤＣＡサイクルの浸透については職階における差異がみられることから、ターゲットの重点化を

行い、ＰＤＣＡサイクルの浸透に向けた研修メニューを企画し、実施する。（取組①） 
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参考資料 

 

項目ごとの成果目標の達成状況 
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大阪市 市政改革室 ＰＤＣＡ担当 
 

〒530-8201 

大阪市北区中之島１－３－２０ 

TEL    06-6208-9885 

FAX    06-6205-2660 

E ﾒｰﾙ   ac0003@city.osaka.lg.jp 
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